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午前９時００分開議

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。ただいまの出席は９名です。定足数に達

していますので、令和５年第４回日南町議会定例会を再開します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、タブレットの議事日程ファイルのとおりです。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（山本 芳昭君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。

タブレットの一般質問答弁要旨ファイルをお開きください。

７ページ、５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 日本共産党の岡本健三です。６月定例会の一般質問を始

めます。

昨日、参議院の法務委員会で、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党の賛成多

数により、入管法改定案が強行採決されました。この法案は、スリランカ人のウィシュ

マ・サンダマリさんなど、多くの方を死に追いやった入管制度をさらに悪化させるもの

で、法案の採決は多くの方の命を危険にさらしています。この法案のほかにも、現在の
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保険証を廃止し、トラブルが多発しているマイナンバーカードを強要する改定マイナン

バー法案や、国内軍需産業を財政的に支援する軍需産業支援法案など、様々な悪法がこ

の国会で次々可決されています。この流れに良識をもってあらがうことを訴えまして、

冒頭の挨拶とします。

それでは、質問に移ります。今回は、大きく６つのテーマについてお聞きします。１

つ目に、日南病院の再任用訴訟のその後について、２つ目に、物価高騰対策について、

３つ目に、にちなん十色の延長保育について、４つ目に、マイナンバーカード保険証に

ついて、５つ目に、インボイスについて、そして６つ目に、佐木谷の養豚場についてお

聞きします。

まず、１つ目の日南病院の再任用訴訟のその後についてお聞きします。去る３月２９

日、広島高等裁判所松江支部で言い渡された判決は、一審の鳥取地方裁判所米子支部の

判決を変更し、日南病院の逆転敗訴となりました。その後、町は最高裁へ上告しないこ

とを決め、高裁の判決が確定しました。その後、裁判の相手側である元職員への謝罪な

どされたでしょうか。その後の対応をお聞きします。

また、高裁の判決は、職員が再任用を希望すれば、病院側は再任用しなければならな

いということを述べたものでしたが、今後の職員の再任用に対する病院側の考え方をお

聞きします。

２つ目に、物価高騰対策についてお聞きします。町は、今期定例会に上程した補正予

算でチャレンジ企業支援補助金に省エネへの機器更新に関する補助メニューを創設する

としています。具体的にどのような内容で補助を行うのでしょうか、お聞きします。

また、６月から中国電力がこれまでの値上げに加え、電気代を２６％を値上げします。

燃油、肥料などの価格も依然として高騰しています。事業者に対して、値上げ分を直接

支援してはいかがでしょうか。さらに、事業者以外の住民の方たちも様々な物価の高騰

に苦しんでおられます。上下水道料金の値下げや、たったもカードのスペシャルポイン

トの付与など、個人向けの支援をもっと手厚くしてはいかがでしょうか。

３つ目に、にちなん十色の延長保育についてお聞きします。こども園で行った保護者

へのアンケートで、開園時間が職場の就業時間に合っていないとの回答が４分の１を占

めているという結果が出ました。また、私たちが２月に行った住民アンケートでも、延

長保育を求める切実な声が寄せられています。延長保育を実施する考えはあるでしょう

か。また、延長保育を実施するとして、にちなん十色の職員の体制に不安はないでしょ

うか。正職員を増やす必要はないか、お聞きします。

４つ目に、マイナンバーカード保険証についてお聞きします。まず、５月末現在の日

南町のマイナンバーカード取得率と、日南病院での保険証としての使用件数をお聞きし

ます。マイナンバーカード保険証については、他人の医療情報がひもづけられていたり、

オンライン資格確認ができないなど、重大なトラブルが全国で報告されています。この

ような中、マイナンバーカード保険証を住民の方に安心して使ってもらえると言えるで
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しょうか。さらに、国会では来年の秋から紙の保険証を廃止する法律が成立しましたが、

その場合、あかねの郷などで入居者の方のマイナンバーカードとパスワードを預かるの

でしょうか。職員の方に必要以上の責任を負わせることにならないでしょうか。

５つ目に、インボイスについてお聞きします。町の一般会計、特別会計、事業会計か

ら課税仕入れを行う事業者があるでしょうか。町はインボイス制度に対応しているか、

お聞きします。また、町が事業者へ何か物品など、あるいは工事などを発注する場合、

インボイス登録をしていなくても取引から排除されることはないでしょうか。さらに、

道の駅などの施設で、町内の事業者、これは個人の農家の方を含む事業者ということで

すが、その品物を販売する場合、インボイス登録していない事業者の方の品物も販売で

きるのでしょうか。販売する場合は、施設側が消費税を全て負担するのでしょうか。

６つ目に、最後になりますが、佐木谷の養豚場についてお聞きします。新しい事業者

が養豚場を再開するとして、地元住民の方たちの合意を取り付けて協約書を締結できる

見込みはあるのでしょうか。また、新しい事業者のファロスファーム株式会社の汚水処

理技術について、町は十分な情報を持っておられますか。例えば西伯農場、名和農場な

どでの汚水処理方法について、町は十分に把握されているでしょうか、お聞きします。

以上で最初の質問は終わります。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 岡本健三議員の御質問にお答えしますが、３点目に当たります

にちなん十色の延長保育の件につきましては、この後、教育長のほうから答弁をいたし

ます。

最初に、日南病院の再任用訴訟のその後についてということで、高裁で病院側の敗訴

が確定した元職員への謝罪など、その後の対応を問うという御質問でございます。判決

は控訴人の求めに対し、高等裁判所が認めた損害額及び訴訟費用等の一部に対してのみ

被控訴人に支払いを命じ、控訴人のその余の請求は棄却されました。判決に従い、５月

１６日に控訴人訴訟費用代理人弁護士へ賠償金及び請求のあった訴訟費用の一部につい

て、２６４万２６２円の支払いを行い、本案の対応は終了いたしました。御質問の謝

罪というお話ですけれども、行ってはおりません。

２つ目ですが、今後、職員の再任用について、病院としてどのような対応を取るのか

という御質問です。令和２年度以降に定年退職となった職員に対しては、事前に定年後

の雇用についての調査や面談を実施し、希望どおりの雇用を行っておりますし、今後も

条例に準拠した運用を行うこととしております。

続きまして、物価高騰に対してということのチャレンジ企業支援補助金に省エネの機

器の更新に関する補助メニューを創設するとのことだが、具体的にどのような内容で補

助されるのかという御質問の内容でございました。

今定例会に補正予算のほうで計上させていただいておりますが、日南町チャレンジ企
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業支援補助金の新たなメニューとして、エネルギー価格高騰支援事業を新設するもので

ございます。補助対象の経費ですが、現在事業所で使われております機器の更新の費用

や、あるいは新設・改修に要する経費であり、例えば例題ですが、エアコンだとか照明

器具、あるいはＩＴ機器等、資源エネルギー庁で定められておりますエネルギー消費機

器を対象とすることを考えております。また、補助率ですが、補助対象経費の２分の１、

補助の上限額につきましては１００万円としております。

次に、これまでの値上げに加え、６月から中国電力が電気代２ １％値上げをする。

また、燃料、肥料などの価格も依然として高騰している。事業者に対して値上げ分を直

接の支援をしてはどうかという御質問であります。中小企業に対しましては、県の６月

補正予算におきまして、国の支援制度の対象外となっております電気代等高騰への支援、

あるいは燃料費の高騰の影響を強く受けるクリーニング業者への支援が盛り込まれてい

る予定であります。また、町におきましては、さきの省エネ設備等への支援を考えてお

るところでございまして、今後については、状況を見極めながら、必要な支援策を効果

的なタイミングで実施できるよう検討を進めてまいります。

次に、事業者以外の住民も様々な物価の高騰に苦しんでいる。上下水道料金の値下げ

やたったもカードのスペシャルポイントの付与など、個人向けの支援をもっと手厚くし

てはどうかという御質問でございます。県の６月補正で、個人・事業者を対象としたＬ

Ｐガスの料金高騰対策支援の予算が盛り込まれているほか、町でもたったもカードのチ

ャージ５倍デーについて、今年度、月１回で計画していたものを、７月から２月までの

８か月間は月に２回とする追加予算を今定例会のほうで予算の計上をさせていただいて

るところでございます。引き続き目まぐるしく変化する社会情勢をしっかり見極めなが

ら、必要な時期に必要な支援策を講じていきたいというふうに考えております。

続きまして、マイナンバーカード保険証についてということで、日南町のマイナンバ

ーカード取得率と日南病院での保険証としての使用件数という御質問でございます。５

月末の時点でございますが、日南町のマイナンバーカードの取得率は７ ４％でありま

す。また、日南病院での保険証としてのマイナンバーカードの使用件数ですが、４月、

５月合わせて、延べ３２人でございます。

次に、マイナンバーカード保険証を住民に安心して使ってもらえると言えるかという

質問でございますが、マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平

公正な社会を実現する基盤であり、マイナンバーカードは確実・安全に本人確認あるい

は本人認証ができるデジタル社会のパスポートでございます。このような中、マイナン

バーカードを活用した証明書交付サービスにおける誤った交付、マイナンバーカードと

健康保険証や公金受け取り口座のひもづけにおける誤登録といった事案が発生しており

ます。こうした事案が重なれば、国民のマイナンバー制度への信頼を損ないかねないと

いうふうに危惧しております。マイナンバー制度はデジタル社会の推進に欠かせないも

のと考えており、国はチェック体制を整えるとともに、誤った情報ひもづけ防止を担保
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する制度の構築など、マイナンバーカードの安全、安定的な運用が図られるよう取り組

むべきと考えております。

次に、紙の保険証が廃止された場合、あかねの郷などで入居者のマイナンバーカード

とパスワードを預かるのか、職員に過度な責任を負わせることにならないのかという御

質問でございますが、マイナンバーカードの利用促進策を盛り込んだ改正関連法が６月

２日の参議院本会議で成立し、来年の秋から現行の保険証を廃止し、カードと一体化し

たマイナ保険証に切り替わることになります。このことから、紙の保険証の管理とは異

なり、負担が増大するものと推測しますが、個人情報の取扱いも含め、現場業務がどの

ようになるかなど、現時点での詳細は不明であります。今後、国の動向を注視しつつ、

現場負担の増大等を招かないよう、全国知事会や町村会を通して、国に必要な働きかけ

を行っていく必要があるというふうに考えております。

続いて、インボイスについて、課税仕入れを行う事業者があるかという御質問であり

ます。簡易水道事業だとか、下水道事業、再生可能エネルギーの発電事業及び一般会計

など、課税仕入れを行う事業者がありますので、本年の１０月開始に向けて準備を進め

ておるところでございます。具体的な準備としましては、インボイスの事業者登録、既

に登録済みですが、インボイスに対応する領収書の発行などでございます。

次に、町が事業者へ発注する場合、インボイス登録をしていなくても取引から排除さ

れることはないかという御質問でございますが、国から消費税の課税事業者に登録しな

くても入札等の取引から排除しないよう通知が行われておりますので、排除することは

ありません。

次に、道の駅など、施設で町内の事業者の品物を販売する場合、インボイス登録して

いない事業者の品物も販売できるのか、その場合、施設側が消費税を全て負担するのか

という御質問でございます。まず、本町の道の駅では、指定管理者は出荷者協から品物

を買い取るのではなく、委託を受けて販売を行っているため、インボイス登録の有無に

関係なく事業者の品物は販売できます。

次に、道の駅での施設側の消費税負担については、委託販売のため、仕入れに係る消

費税は発生をせず、出荷者業の品物に係る施設側の消費税の負担はありません。

続きまして、佐木谷の養豚場について、協約書を締結できる見込みがあるのかという

御質問ですが、住民と事業者との協約締結に向けて、事業者に対する必要な働きや調整

を行っていきたいというふうに考えております。

次に、新しい事業者の汚水処理技術についてという御質問です。県内２つある農場の

うち、西伯農場については汚水処理施設がないため、ふん尿は名和の農場のほうへ運搬

し、処理されております。また、名和農場につきましては、バイオマスのメタン発酵施

設で処理されております。加えて、日南農場につきましては、詳細は検討中であり、最

新の浄化設備を設置するということでお聞きしております。

以上、岡本健三議員の御質問に対する答弁とさせていただきますが、３点目のにちな
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ん十色の延長保育につきましては、教育長のほうから答弁いたします。以上であります。

○議長（山本 芳昭君） 青戸教育長。

○教育長（青戸 晶彦君） 岡本健三議員の御質問にお答えいたします。にちなん十色の

延長保育について、①保護者から延長保育を求める声が寄せられているが、延長保育を

実施する考えがあるかとの御質問ですが、かねてより保育時間の延長を希望する声があ

ることは承知しております。増原前町長の在職時にも、こうした要望があり、当時は、

子供の養育は保護者に第一義的責任があるということからも、子供の負担につながりか

ねない保育時間の延長ではなく、事業者に対し、保護者の勤務時間等への配慮を求める

という判断がありました。現在、社会全体で子育てを支えることの必要性が叫ばれてお

る中で、各事業者も様々な子育て支援を検討、実施しておられる状況ではありますが、

実際には業種等によって保育時間の延長の必要性が大きい御家庭も存在していると言え

ると思っております。

教育委員会としては、こうしたニーズに対して、何とかお応えしたいと考え、現在、

保育時間の延長のための実施体制等を検討しておるところです。保育時間については、

現在１０時間２０分です。今年度中に保育の標準時間の最大値である１１時間に延長で

きるようにしたいと考えております。ただし、保育時間の延長やその利用に当たっては、

保護者や園職員に子供の最善の利益は何であるかということも改めて考えていただき、

その上で実施したいというふうに思います。

次に、延長保育を実施するに当たり、にちなん十色の職員の体制に不安はないか、正

職員を増やす必要はないかという御質問ですが、今年度中の実施を目指しておりますの

で、現在の職員体制で実施できるよう勤務シフトを検討しております。もちろん、職員

数が多ければその分一人一人の職員の負担軽減や保育の充実につながりますが、長期的

な人材確保も必要と考えております。正職員及び会計年度任用職員は、今年度も募集し

ております。

以上、岡本健三議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 再質問については、都合により、６番目の佐木谷の養豚

場についてからお聞きしたいと思います。

まず、私がある方からお聞きしたところによりますと、来週月曜日からファロスファ

ームさんが養豚場の建物の解体を始めるというようなことなんですけれども、これは事

実なんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先日、その報告を受けましたので、６月１２日から解体をする

ということで報告をしたいというふうに思っております。全員協議会のほうでは、解体

の時期を６月中頃ということで、その当時の情報とすれば、そういう報告を受けており
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ますので、皆さん方にも報告をさせていただいているというふうに思っておりますが、

具体的な開始時期は６月１２日ということで先日お伺いをしたところであります。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 昨日の同僚議員の一般質問の答弁で、県の盛土条例です

とか、町の民間企業土地開発審議会条例というものについて、住民の方の同意が必要な

のかどうか、あるいはその条例が該当するのか、養豚場に該当するのかどうかっていう

ことはまだ検討している途中だということだったんですが、検討中でこれを、解体を始

めるということは、どういうことなんでしょうか。住民の方はそれで同意は取れている

んでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 建屋については、雪害的なところの中で被害があったというこ

とで、それが面積的にも多くて、当初の計画からいくと改修しながら再利用という案も

お持ちだったというふうに思っておりますが、その被害が大きいので解体をしたいとい

うことで、これからの運営の中で、そういうお考えに達したということでお聞きをして

おります。また、それ以後についての在り方については、現在計画を樹立中ということ

であります。ですから、解体ということにつきましては、基本的には業者の皆さんの方

向性の中の一つだというふうに認識しておりますので、地元の同意っていうところの有

無っていうのは基本的には必要ないのではないかというふうな判断を私どもは持ってお

りますが、ただ、そういう考え方、整地っていうか、そういうことになれば別の話だと

いうふうに思っておりますので、既存の建物ということの解体ということは問題ないと

いうふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 問題ないとおっしゃいますが、まだ、今後どういうふう

なことになるか、今後、建物を造るとき、その前に造成をするんですかね。その場合に

住民の方の同意が必要がどうかということもまだ分かってないんで、もし、そこで同意

が必要ということになって、地元に聞いたら同意できませんということになったら、そ

れは途中でやりかけたものをやめるという、そういうことになるんでしょうか。もう始

めてしまって、何だか既成事実をつくってしまって、住民の方を無視して進めてしまお

うというようにも見えるんですけれども、どういうお考えなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、次の造成だとか建築っていう話になると、必要な

届出なり許可が要るっていうふうに思っておりますので、その段階では当然、どういい

ましょうか、法令に沿った形での内容を実施していただくっていうことになるというふ

うに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 法令のことをおっしゃいますけれども、もちろん法令を
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守るということは、当然、事業者にしても町にしても、もちろん住民の方にしても、そ

れはしなきゃいけないわけなんですけれども、それは言わば最低限のところですよね。

それをやらなかったら、何ていうか、それは捕まってしまうというか、違法行為になっ

てしまうので、そんなことを町も事業者もできるわけはないんですけれども、ただ、御

理解いただいているとは思いますが、今、私が申し上げているのは、住民の方との信頼

関係が損なわれるんではないですかと。そこは法令以上のことをしていかないと、今、

恐らく住民の主要な方となかなかコンタクトが取りづらい状態になってるんじゃないか、

話もできない状態になってるんじゃないかと思いますけれども、それを最終的には協約

書を結ぶ、住民の方の同意もいただくというようなことまで持っていかなきゃいけない

わけですよね。そのことに対する、信頼を得るということに対して、このやり方で問題

ないとお考えですか、町長。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 住民の皆さんとの、確認であったり、あるいは同意っていう行

為、事業推進するに当たっての住民の皆さんの声を聞いて、しっかり同意を得て推進す

るというのは当然のことだというふうに思っておりますので、ですから、こういった解

体をし、新しく建屋を建てる、全てを新しくしますっていうところの報告につきまして

は、地元の皆さんにもお伝えしてるっていうふうに思ってますので、そういったところ

で、これからも地域の皆さんとは話を、どういいましょうか、お互いの情報共有をしな

がら進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 報告っていうことですけれども、いつ、どのような形で

報告されたのか、ちょっと教えてもらえますか。

○議長（山本 芳昭君） 角井副町長。

○副町長（角井 学君） 解体についてのことでよろしいでしょうか。まず、解体につ

いては、５月２日の訪問のときに、分かった事柄について、５月２日の全協で６月中に

解体する旨、全協のほうでお知らせしております。もちろん、その前日には陳情者の方

には御連絡その旨しております。６月１２日の解体につきましては、一昨日、事業者の

ほうから連絡がありましたので、それを受けて、陳情者の方に電話連絡を行わせていた

だきました。

昨日の大西議員の答弁というか、その中では触れておりませんでしたが、それは町と

しての取組に対する質問に対する回答ということで、私どもとしてはそういう答弁をさ

せていただいたんですが、その部分でもやはり現状の状況というものについて触れてお

くべきだと、御報告させておくべきだというふうな形では反省しております。

また、大西議員の町長答弁でも御説明しましたが、住民の方との信頼関係つくってい

く、それは当然のことでございまして、そのように取り組んでいきたいと思いますし、

町と住民の皆様との情報共有、情報交換の場というのを持たせていただきたい、それを
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立ち上げるということも昨日の答弁の中で申し上げさせていただいておりましたので、

早急に進めてまいりたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 情報共有の場を持たせていただきたいというのは結構な

ことなんですけれども、ただ、それに住民の方に応じていただくには、ちゃんと町のほ

うも事業者の方のほうも誠意ある対応をしていただかないと、とても参加していただけ

るとは私は思えません。この１２日からの解体のことについても、昨日答弁されなかっ

たということで、私はてっきり町長が最初の答弁でそのことについて触れてくださるの

かと思ったんですけれども、そのときもなくて、ちょっと意識というのを疑わざるを得

ないというような状況ですね。住民の方も町は何を考えているんだろうかというふうに

思わざるを得ないんじゃないでしょうか、こういう対応だと。その辺を、ちょっと反省

しているということで副町長おっしゃいましたけれども、ここはまず猛烈に反省してい

ただきたいということです。

それと、先日の全協で、副町長が契約の譲渡について、事業者間の問題なので、町が

介入することはできないと、介入して裁判に訴えられたら大変なことになるというよう

な趣旨の御答弁があったと思うんですが、それよりも住民の方との関係というのをもっ

とちゃんと考えてほしい。というのは、従来結ばれていました協約書には、事業譲渡す

るときには、ちゃんと地元と協議するという項目が含まれていたので、むしろ地元と協

議をしっかりせずに、事業者間だけでそれを進めるということは、今度は、何ていうん

ですかね、住民の方が訴えるかどうかは住民の方の御意向によりますけれども、むしろ、

非常にそのことのほうが不誠実だと思うんですけれども、副町長、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 角井副町長。

○副町長（角井 学君） 住民の皆様との関係をつくっていくことを優先すべき、まさ

にそのとおりだと思ってますし、５月の全協のときも住民に寄り添った対応をしてまい

りますという旨も発言をさせてもらっております。その上で、その契約云々の話でござ

いますが、今現在の状況からすれば、もう契約は有効に成立しておるんです。ですので、

過去のことを契約のことについて触れられていただいても、正直、行政として、その部

分に介入するという手段が何かあれば別でしょうけども、その部分に関わっていくとい

うことがなかなかできないというふうに思っております。その部分でそういう発言のほ

うをさせていただいたんですが、その上でも、やはり住民の方について何かこれからで

きることはないかということで、前向きにそういった場の中で、ファロスファームとい

う事業者を見極めていくための話合いというものを進めていきたいという、その思いを

申し上げたものでございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 介入する手段がないというふうにおっしゃいましたが、

それはもうかねてから、住民の方は介入の方法ははっきりと示しておられるわけですよ
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ね、陳情で。土地を買ってくれと。それは別に法律違反のことでも何でもなくて、交渉

して、町が改めて契約すれば、土地の購入ということはできるわけですよね。それを十

分にしなくて、話を蒸し返すようですけれども、それを十分にせずに、住民の方からの

介入の手段の提案、それで、構成が変わってしまいましたけども、議会でも一旦はその

陳情は採択されたわけです。そうやってしっかり介入の手段まで地元から示されている

のに、それを十分に対応せずにいると。その部分が今、住民の方との、何ていうんです

かね、信頼関係を損ねている、直近ですけど、実際にはもう半世紀にわたって、信頼を

損ねてきているわけですが、直近の問題としては、そこがあるんじゃないんですか、い

かがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） その件につきましては、いろいろおっしゃられましたけど、最

終的には私の判断で、土地の購入は行いませんということを表明させていただきました。

その内容についても、経過についても、地元の皆さんには報告をさせていただいて、意

見交換をさせてもらった場があったというふうに思っておりますので、ですから、今後

はこれからの在り方についてしっかり詰めていくっていうことが大事であるというふう

に思ってますし、当然、その中には地元という視点は排除するものではなくって、一緒

になってするというふうな考え方を持っておりますので、そういった経過があるのは事

実ですけれども、現時点でこれからの在り方についてしっかり議論していく必要性があ

るというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 議論するための前提条件が信頼関係ですね、それができ

てないと思うので、こういう質問をさせてもらっているんですよね。あまり先に進まな

いんで、ここばっかりやってると、ちょっとやめますけども。

技術的なことについてお聞きしますが、ちょっと話題を替えてですね。養豚場のこと

なんですけれども、まず１つは、今ファロスファームさんがどんな方法で汚水処理をさ

れるか分かりませんけれども、従来のように浄化設備を設けて排水を川へ流すような方

法をする場合には、汚水を薄めるために井戸水をやはり使うことになるのではないかと

思うんですけれども、この井戸水の採取について、法律ですとか、県の条例などで規制

されるのがないのかどうかということをまず確認します。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 現時点での情報によりますと、最新の浄化設備を設置するとい

う内容しか確認ができてませんし、また、会社のほうも、そこの辺の井戸水を利用する

かどうかっていう話の内容についてはこれからの内容だろうというふうに思っておりま

すので、現時点ではちょっとその辺は御質問に対するお答えができないというふうに思

っていますが、会社とすれば、先ほど申し上げた考え方の中で、これから具体的な計画、

検討をされていくっていうふうに認識しております。以上です。
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○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 重要なところなので、事業者側にも確認を取って、県だ

とかにも確認を取って、どのぐらいの井戸水を使う可能性があるのか、それはどうなの

かということは確認しておいたほうがいいのではないかと思います。

それと、もう一つ、排水、西伯農場では排水を出してない、そもそも出してない、名

和農場でも恐らく出してないんでしょうけれども、ということだったんですが、もし排

水を出す場合に、排水が流れ込む銭神山側の水利権の問題ですね、別に、川から水を取

ってるわけではないので、ファロスファームさん自身が水利権を得る必要はないんだと

思うんですが、ただ、養豚場ができる前からずっと下流の方は水稲の栽培をされていた

わけで、当然、その方たちは水利権を持ってるわけです。もし、水稲の栽培に影響が出

るような排水を出せば、もしというか、今までそれを出してきたわけですけれども、昨

日の同僚議員のお話にもありましたけれども、そういうことになれば、水利権を侵害し

ているということにはなるんじゃないでしょうか、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御質問の内容は水利権の侵害の有無かという話の内容だという

ふうにお聞きしましたけれども、ちょっとその辺につきましては、私どもとして、今即

答できるような情報を持っておりませんので、ただ、いずれにしても、そういった内容

も含めて、県にも確認をしながらということだろうというふうに思ってますので、その

辺の内容を網羅した形での、県であるとか、あるいは会社の皆さんとの整合性を図って

いきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） ぜひその辺のところもしっかり調べて、県とも協議して

いただきたいんですけれども、いずれにしても、地元の方の気持ちとしては、もともと

御自分が持たれてた水利権を侵害されたというふうに感じられても無理ないというふう

に私は思います。もともとちゃんと栽培できたものができなくなったわけですから。で

すんで、何が言いたいかというと、結局、協約書に地元の方が入って、しっかりと事業

者、町も含めて、三者の間で協約書を結ぶということは、そういう意味合いでも合理的

なことなんですよ。それは絶対やらなきゃいけないことなんですよ。だから、ここで解

体はもう始まるという、それは止められないのかもしれませんけれども、協約書が地元

の方も含めて締結されない限り、養豚場の再開はしないし、土地造成にも着手しないと

いうことをここで明言していただきたいんですけども、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） いずれにしても、造成も含めてですが、当然、法的な内容もそ

うですし、進捗の在り方については、しっかりと地元の皆さんとは、会社からしっかり

情報を得て、地元への報告も含めて、意見交換の場を設定していく予定にしております

ので、県も含めて、会社も含めて、いろんな情報共有しながら、そして、それを地元の
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皆さんにもお伝えしながらという考え方でこれからも進めていきたいというふうに思っ

ております。その中で様々なことが生まれてくるかもしれませんが、しっかりとしたそ

の辺の仲立は行政としてもやっていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 問われているのは、報告するかどうかではないんですよ。

同意をきちんとした形で得るかどうかということなんですけれども、どうですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） その中には、法的な内容にも地元同意というところの内容も当

然あるというふうに認識しておりますので、そういったことも含めて、納得した形の中

で、事業推進ができるように努力をしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 納得した形というのは、もう協約書に署名をもらうとい

う、それしかないと私は思います。ぜひ、それがない限りはもう工事は進めないでいた

だきたいと思います。

それから、長くなってしまうんですけど、後半についてもちょっとだけお聞きします

けれども、西伯でバイオマスの発電ですか、そういったことをしているということで、

最終的に処理した上でどういうふうにしているのか。ある程度ふん尿をそのまま、端的

に言えば、原野か畑か分かりませんけれども、最終的にまいてると。だから、まいてる

ことによって、排水は出してないという、それが県の説明だったわけですよね、県の環

境建築局ですか。汚水を出してないので、水質汚濁防止法には引っかからないので、県

も見たことはありませんという、それが説明だったわけなんですけども、町はその最終

的な結果も含めて、現地を見て確認されたりはしたんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 角井副町長。

○副町長（角井 学君） 大山農場の現地確認はこれまでしておりません。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） それは、やっぱり信頼関係をつくるということであれば、

きっちりと現地を見せてもらって、住民の方にもその上で説明して、住民の方、ちゃん

とした技術があるならあるで、それを住民の方に伝えるべきだと私は思います。

それで、あともう一つ、このことについてのもう一つの問題点というのは、環境への

影響なんですよね。川に出さないからといって、そこへ、肥料として使ってるのか何か

知りませんけど、まいたとして、それが下流に対して影響がないかどうか。どうしてこ

ういうことを申し上げるかというと、開発地については、今、開発地から流れ出てくる

小川は非常にひどい状況になっています。前に鳥取大学との連携事業で寳來先生が調査

をされて、生態系が破壊されてると、生物の多様性が損なわれているということを町の

報告書にも書いてありますので、それを確認していただければいいですけども、そうい

う環境への大きな影響というのがあるんですよね。すぐ近くに本当に蛍、これから始ま
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りますけれど、蛍を観賞するような地域がある、そのそばでそういう環境破壊が起こっ

ているという状況です。これも、会社側の言い分としては、山林開発地を再生するため

に、木を育てるために肥料をまいただけですという、それが会社側の言い分だったんで

すよ。今の会社と違いますけどね、セントラルファームさんですけどね。それでも、そ

ういう環境汚染が起こることがあり得るので、名和の場合にも、そういった環境汚染が

起こらないかどうかということも含めて、きっちりとした確認をしていただきたいんで

すけれども、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほど報告しましたように、回答しましたように、現場のほう

は確認しておりませんが、全てかどうか分かりませんけれども、周辺地域の皆さんの農

地への堆肥化っていうところの中で、利活用っていやあおかしいですけど、そういった

ところでの地域とのつながりがあるというふうにはお伺いしております。ですから、堆

肥化をしたものを地域の皆さんとの連携の中で利用されてるっていう話は聞いておりま

す。現場を見てませんので、何とも言えませんけども、そういった会社と地域の皆さん

との連携っていいましょうか、貢献的なところの話はお聞きした経過があります。以上

です。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） その辺りのところをもうちょっときっちりと、やっぱり

一度は現地を見ていただいて、できれば我々も見たいですけれども、地元の方も見たい

方もいるかもしれませんし、きっちりとした説明を受けて、それが一つは新しい事業者

への信頼感にもつながるかなというふうに考えますので、その点、検討いただけません

でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 角井副町長。

○副町長（角井 学君） 昨日、大西議員のほうからも関連農場の水質基準等々につい

ても調査して、調べてほしいという御意見もいただいておりますので、そういった農場

の、他の農場の浄水処理の機能の設備っていう事柄については町としても調査したいと

いうふうに思いますし、今後、住民の皆様と一緒に立ち上げる意見交換の場で、住民の

皆さんも現場、どっか見てみたいという声が上がれば、一緒に他の農場を見てみるとい

うこともいいのではないかなというふうに感じましたので、今後、町民の皆さんと議論

しながら、対応を取ってまいりたいというふうに感じております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） とにかく信頼関係が損なわれているうちはどんな話も進

まないと思いますので、信頼関係をできるだけ取り戻すような対応をしっかりとしてい

っていただきたいと思います。養豚場についてはここまでにします。

それで、大分時間がたってしまいましたが、最初に戻りまして、日南病院の再任用訴

訟のその後についてなんですけれども、高裁の判決を私も読ませていただきましたけれ
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ども、病院側、元職員の方が退職する１年以上前に、一方的に再任用しないということ

を通告されています。町の条例ですとか要綱では、これは希望を取って、どうするかと

いうことを決めるということになってるんですが、それを無視して恣意的に再任用を拒

否したというのが裁判所が認定した事実です。このやり方については、判決文にも、合

理的理由がなく、裁量権の範囲を逸脱して行使し、控訴人、控訴人というのはこれは元

職員の方ですね、控訴人の期待を違法に侵害したものとして国賠法上の違法性が認めら

れるというふうに明記されてるわけです。こうした恣意的で、合理性のない態度を取っ

たということについて、町として直接、元職員の方にやはり謝罪をきっちりすべきでは

ないかと思いますけれども、町長、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 判決の内容につきましては、先ほど述べられた内容だというふ

うに認識しておりますが、基本的には、例えば一審の結果、そして、高等裁判所のほう

に上げられた中で、最初に和解の提案があったという経過があります。その中で、町と

しても今後のことも踏まえて、あるいは影響の中身を含めて、和解案に対して、町とす

れば合意をするという形で示させていただきながら、結果とすれば最後までっていうか、

原告側のほうが継続を申し出られたのでという流れであります。基本的な結果とすれば、

和解案とほぼ同じような内容だったというふうに思っておりますので、そういった経過

の中で申し上げますと、確かに裁判所の結果については尊重した形で進んでおりますの

で、この中で謝罪についての改めてという考え方は私は持っておりません。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） ただ、裁判所も認めてますし、町としても間違った対応

をして、元職員の方に迷惑をかけたということは認めてられるんじゃないですか。それ

であれば、やはり謝罪してきちんと誠意を示すというのが取るべきことなんではないか

と思うんですけど、いかがですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 経過の中で、こういった裁判所の内容の中で、変わってきた事

案であります。ですから、結果的なところは、町としても内容的には遺憾の部分はもち

ろんありますけれども、とはいいながら、原告側の全ての要求が認められたわけでもな

いというふうには思っていますので、ですから、取りあえず現時点では結審という形に

なっておりますので、その中で整理をしていくことで十分だというふうに、十分だと言

えばちょっと語弊がありますけど、改めてこういった謝罪の行為をするっていう行為は

する必要ないというふうに私は思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 原告の主張がどのぐらい認められたかどうかということ

を言えば、核のところは全面的に認められているんですよ。つまり、裁量権の逸脱とと

もに、期待を侵害したと。期待権までしっかり認めてる。こういう判例は、詳しい方に
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お聞きしたら、なかなか珍しいそうですけれども、そのくらい非常に間違った対応をし

ていたということを裁判所も認めてるので、謝罪をしていただいたほうがいいと私は思

うんですけれども、なかなか町長もかたくなな態度なので、あまりこれ以上は言いませ

んが。

それで、今後のことについてなんですが、令和２年度以降は条例に準拠した運用をし

ているという趣旨の御答弁だったんですけれども、ただ、条例や要綱というのは令和２

年以前からあったわけですよね、この問題の元職員の方がおられたときにもあったわけ

ですが、それでも間違った運用をしてしまって、今回のようなことになってしまった。

そうであれば、そうならないように、何かそういった恣意的な再任用の拒否ということ

が起こらないように新たな規定が必要なんじゃないかと思いますけど、いかがでしょう

か。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 冒頭のお答えにも重ねてになるというふうに思っておりますが、

現時点におきましては、やはり本人との希望面談という形の中で、条例に準拠した形の

運用を今、既に行っておりますし、ですから、今後はそういうことはないっていうふう

に思ってます。いずれにしても、職員の皆さんとの希望を確認し、希望に沿った形での

面談をさせてもらっておりますので、ですから、今後はこういうことはあり得ないとい

うふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） そのあり得ないとおっしゃる根拠がちょっとよく分から

ないんですけれども、その対応について、病院に、職員団体というんですか、２つ職員

の方の組合があると思うんですけれども、そちらとは話合いをして、このやり方でいい

ということで理解を得られているんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事業管理者。

○病院事業管理者（福家 寿樹君） 令和２年以降というふうに書かせていただいたのは、

私が関わりを始めてから、そういう問題に対してしっかりと向き合っていくということ

で、組合との交渉にもしっかりと求めを、協議をし、現在行っておるところでございま

すし、この案件につきましても、それ以降に、例えば、今年度の対応につきましても、

前年度ですか、令和４年度の退職者の対応につきましても、しっかりと組合側の交渉に

も応じて対応しているところでございますので、今後もないという町長の答弁も、いわ

ゆるそこをしっかり酌んでやっておるということでございます。御理解ください。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 私が理解するというよりは、やっぱり職員の方、組合員

の方が、今の新しい規定が必要ないと、これで十分に信頼してやっていけるというので

あればいいんですけれども、そこのところはしっかりと今後も話合いを継続して、再任

用について、それから、これからは定年の延長という問題も出てくると思うんですけれ
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ども、そういったことについてもしっかりとした話合いを持ちながら、きっちりやって

いただきたいというふうに思います。

それでは、次が、物価高騰対策についてお聞きしますが、まず、チャレンジ企業支援

補助金の新たな補助メニューっていうことなんですが、これは県も、もう６月末、５月

末でしたっけ、ちょっと締切りはあれですけれども、県にも補助金があります。減収と

いう条件がありますけれども、県の補助金との組合せで自己負担を減らすということは、

これは可能なんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 角井副町長。

○副町長（角井 学君） 県でも６月補正で同様な、似たような制度が、予算が上がっ

ております。先ほど議員申し上げたように、売上げが前年度１０％減だったと記憶して

おりますが、１０％減以上の場合であって、かつ省エネ家電に更新するといった場合を

対象とするという制度でありますが、本町がこのたびする制度とはまた別、うちは売上

減の部分はハードルは設けておりませんので、単純な更新部分だけを対象にしておりま

す。ですので、県の制度との併用というのはないと、うちと別と、別の制度のものとい

うふうにお考えいただきたいと思ってます。ですので、県の制度が使えるのであれば、

こちらを使っていただければと思いますし、県ので支援を受けれないということであれ

ば、本町のこの制度を使っていただければというふうに思っております。考え方としま

しては、県ですくえない部分を町のほうでさらに手当てするという制度を考えておりま

す。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 県ですくえない部分をというのも、それももちろん必要

な部分ではありますが、ただ、やっぱり県の事業に対応する方というのはそれだけ苦し

い状況にあるわけですよね。それで、多分、県のも半額ですかね、半分は自分で出さな

きゃいけないということで、苦しい中で手出しをするというのはやっぱりきつくなって

くると思うんですが、その部分をできればさらに半額という形で町が補助して、自己負

担が４分の１になるというようなことも、制度としては、町はそう決めればいいので、

できるんじゃないかと思うんですけれども。その辺いかがですか、御検討はいただけま

せんか。

○議長（山本 芳昭君） 角井副町長。

○副町長（角井 学君） そのような制度設計も考えられると思いますが、本町、この

たびとしては、基本的には、今後も電力等高騰が見込まれますので、それを見据えて今、

省エネ家電に買い換えていただく、そういう事業者に対しても支援したいということで

要求させていただいてるものですので、対前年で売上げが１０パー以上減少された事業

者につきましては、県の制度を使っていただく、１０％売上げ落ちてないんだけども、

将来的な電力の低減、削減をするために新たに省エネ家電を更新したいという事業者様

にあっては、本町の事業を使っていただく、そのようにしていただくことを考えており
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ます。その辺りについては商工会のほうが窓口ですので、県のほうが使えれば県のほう

を使っていただくことになりましょうし、県のほうで対象にならないということであれ

ば、町の制度を活用していただく、そういうようなことを対応していただくように考え

ております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） だから、その考え方を少し広げていただいて、減収した

方も含めて、すくっていただけませんかという、減収した方はそれだけ厳しいわけです

からね、当然、減収してない方に比べて。それが同じ２分の１なら２分の１の手出しと

いうことになると、なかなか応募しづらくなってくるんじゃないかと思うんですが、そ

の辺、もっと使い勝手をよくするというか、負担を減らすような工夫はできないもんな

んでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 県の事業内容と目的はある程度一緒かなというふうに思ってお

りますが、ただ、仕組み、内容が若干異なってきてるっていうところが、要件的にです

ね、対象要件的にも異なっている部分があるというふうに思っております。最終的には、

ちょっと精査しないといけないのかもしれませんが、ただ、やり方がもちろん違います

ので、いずれにしても、町内の企業者の皆さんの、今、物価高騰、エネルギー高騰の中

でありますので、支援をするということの考え方の中で精査したものであります。県の

ほうの６月補正も、最近、情報として加わってきたという状況下にあって、若干その辺

の整理は今後必要かもしれませんが、事業者の皆さんに効果的に使ってもらえるような

形というのは求めていきたいというふうに思っています。ですから、商工会とも、これ

からですが、今回補正予算で上げさせていただいておりますので、そういったところを

基軸にしながら、これからのやり方は、変更する必要性があるなら、また途中から変え

ていくっていうことは可能性とすればあるというふうに思っておりますが、その辺は町

内の企業の皆さんの実態との兼ね合いを見ながらという考え方をしておりますので、今

後の検討課題も含めて、方向性はさらに変更の可能性があるなら検討はしていきたいと

いうふうには思っておりますが、現時点では、県と町との同じような目的、企業の皆さ

んの経営支援というところでありますし、長期的な安定経営ができるっていうところも

含めての内容でありますので、御理解をいただければというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） もちろん、長期的な経営支援ということで、それは理解

しております。ですんで、できるだけ使いやすくしてもらいたいと。事業者の方の中に

は、そういった補助金の組合せもできるんじゃないかという期待の声もありますし、ぜ

ひ、そういった声をよく聞いていただいて、変更というか、最初からもう県との組合せ

もできますという形にしていただくのが一番いいんですけれども、考えていただければ

と思います。
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それから、それ以外の事業者の方への支援なんですが、例えば物価高騰で、燃料費で

すとか電気代、あるいはもっと、例えば食品を扱う弁当屋さんとか食堂とかだと、植物

油がほぼ輸入ですので、これの高騰で揚げ物ができんで困るというような話も聞きまし

て、やっぱり経費がもうあらゆるところで上がっているということなんですよね。その

経費が増えた事業者のことですね、何％以上経費が増えた場合には支給するというよう

な、もちろん手出しのない形で、いわゆる応援金のような、コロナのときにあった応援

金のような形で、自己負担のない支援というのは、別に考えていただくことはできない

でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 同じ事業者の中でも様々な事業体もありますし、また、今回の

物価高騰、あるいは食料品、あるいは原材料の高騰っていうところがあるのは承知して

おるところでありますけれども、その辺の状況の内容につきましては、今後の、今まで

もそうですけど、商工会の皆さんとも実態把握に努めながら、取りあえずの設計という

ことを今回させていただいておるところであります。企業の皆さん、そして住民の皆さ

んにも、それぞれの全体的な影響が今回はあるっていうふうに認識しております。その

中で、どこまで支援ができればっていうふうな思いの中で、今回は事業補正予算のほう

で設定をさせていただいております。あわせて鳥取県の動きっていうところも含めてで

すが、そういったところは調整して、これからも連携した形の中で、町内、あるいは県

内の皆さんの支援をしていきたいというふうに思っておりますので、１００％というこ

とはなかなか難しい話かもしれませんけども、特に重点項目的な考え方の中で引き続き

支援していきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 財源としても国からの交付金がまだある状況だと思いま

すので、ぜひそういったものも使って、積極的に、とにかく困っているところにさらに

お金を出してくれっていうのは非常に酷なことだと思いますので、事業者の方の意見も

聞いて、考えていただきたいと思います。

それで、それとあと、個人の方への支援なのですけども、今回の補正予算で住民税の

非課税世帯などへはたったもポイント０００ポイント付与ということで上げられてお

りますが、年金生活の御夫婦ですとか、少し、何ていうんですかね、年金額が高いよう

な場合だと住民税が課税になってしまうという場合もあります。それでもそんなに収入

が何千万とかもらっているわけではもちろんなくて、物価高騰で生活はますます苦しい

という中で、この間、３月にもポイント付与がありましたけども、やっぱり全世帯へ、

全世帯というか、全員に、全住民へのスペシャルポイントの付与というのをまた検討さ

れてはいかがだろうと思うんですけれども、電気代も上がりますし、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回の補正でお願いしとる内容の一つで、多くの住民の皆さん
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向けということで、たったもカードのほうのポイントの関係で予算化をさせていただい

ております。御案内のように、３月の末で、お一人１万円という形を交付させていただ

いております。基本的には、そのときには、当然、当時のですけれども、４月から電気

代が上がるとか、そんな状況下でもありましたし、食品もこれから４月にはまた上がり

ます、そんな状況でありましたので、１万円の交付をさせていただいた。ある意味では、

先行的な考え方の中でさせていただいたというふうに思っております。当然、十分では

ないということは承知しておりますけども、今後の動向を見ながら、どういいましょう

か、財政的な見地の中でも絡めて支援はしていきたいというふうな思いは残っておりま

すので、これから社会背景の動向に注視していきながら、考えていきたいというふうに

思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） その町長の思いをぜひ積極的に実際の事業で表していた

だいて、少しでも住民の方、皆さんが苦しくなくなるようにということをしていただき

たいと思います。

それでは、次のにちなん十色の延長保育についてなんですけれども、今年度中に実施

できるようにということで、ぜひ早めに実施していただきたいと思います。延長保育が

ないと子育てができないと、もう町外へ出ていくしかないといった切実な声も、私たち

が行った住民アンケートでは寄せられています。ですので、これは非常に、本当に働い

ている方にとっては切実な問題だと思います。

それで、あと、先ほど保育の延長でなくて、事業者に対して時短を求めるというお話

もありましたが、一つ、せっかくですのでお聞きしますと、これは効果があったんでし

ょうか、その当時。

○議長（山本 芳昭君） 青戸教育長。

○教育長（青戸 晶彦君） その当時に効果があったかどうかっていうことっていうのは、

はっきりとしたところっていうのは承知はしておりません。ですが、思いとして、今の

状況とは少しやっぱり違うかなというふうなことは思うんですが、今、子育てにという

ことで、国もやってますし、各市町村、そういったところも非常に力強くといいますか、

厚く考えている部分だというふうには思います。それ以前のところでは、今、国ばっか

りじゃなくって、当時、世界の中でも、さっき言いました、第一義的にはやっぱり親が

見るんだよっていうふうなことっていうのがうたわれていた時代でもあります。そうい

う中で、今現在、コロナ禍でもあるという部分もあるでしょうが、なかなか生活も苦し

いし、働かなきゃいけない、それも共働きだというふうなことを考えたときには、我々

こども園の施設という、公のところがやっぱりバックアップしてあげなきゃいけない部

分というのは感じておるところでございます。

ですが、先ほどもちょっと触れましたが、子供のこともやっぱり考えていただきたい

なと。それは保護者ばっかりじゃなくって、こども園側の職員もですけれども、本当に

－２０－



長く、例えば見れないから８時、９時、１０時までちょっと見てもらえんかというふう

なことっていうのは、なかなかそれは子供にとってどうなのかなと、いいことなのかな

っていうふうなことっていうのもやっぱり考えてもらいたいし、それから、こども園自

体も、やっぱりばらばらで帰るわけですから、子供のことを考えたら、いやあ、うちに

は迎えに来てごしならんと、そういうふうなことっていう思いっていうのをやっぱり考

えながら保育もしなきゃいけないというふうなことっていうのも、そういう対処もしな

きゃいけないということもあります。ですから、そういうふうなことも、やっぱり大人

がといいますか、保護者もですし、こども園の職員も考えていく必要があるなというふ

うなことから、先ほど申したというところであります。ですが、岡本議員の質問にはち

ょっとあれですけれども、本年度中にはぜひやっていきたいと。最終的には町長が定め

るというふうなことにもなっておりますので、町長のほうにそういうふうな方針でいっ

てもらいたいというふうには思っておるところです。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） そうですね、当時との状況が変わっているということと、

効果があったか分からないということですね。私自身としても、本来は８時間とか、あ

るいはもっと短い時間の勤務で十分に子育てをできるような世の中というのが一番いい

とは思うんですけれども、なかなかそうならない、今、過渡的な状況だとは思うんです

けれども。そういった中で、やはり要望が強くあるので、延長していただきたいという

ふうな考えで、その点は、考えは教育長と一致していると思います。

そしたら、町長にも言っていただきたいということだったので、町長の御意向はいか

がでしょうか、もう一度確認します。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほど教育長のほうから述べたとおりであるというふうに思っ

てますので、私のほうの考え方も同様だというふうに思っておりますので、その方向で

進めていただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 町長もそのようにおっしゃってますので、ぜひそうして

ください、早めに。

それで、ただ、やっぱり一つ気になるのは、延長した場合に、１１時間というのはや

っぱり長い。私が子供でも長いし、迎えを待っている子供さんは非常に寂しい思いをす

るんだろうなとかっていうふうには思います。それで、専門的な見地から、ちょっとあ

れなんですけども、具体的にどういった方法でそれに対応するのか、対応できるのか。

つまり、理想を言えば、昼間はこども園ですので、ある程度教育という色彩を持ってさ

れるんだと思うんですけれども、ある時間が過ぎたら、アットホームな感じで子供さん

がリラックスできる、もう家庭にいるような、例えばおやつ食べたりとか、テレビはこ

ども園では見せられないかもしれませんけども、そういった、ちょっと雰囲気を変える
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というようなことも必要かなと素人考えでは思うんですけれども、専門的な見地からど

ういった対応が考えられるか、もしあればちょっと教えてもらえませんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 青戸教育長。

○教育長（青戸 晶彦君） 専門的にと言われるとあれなんですけれども。今岡本議員言

われたようなことっていうのは大事なことだと私も思います。そういうふうな雰囲気で

保育士、保育教諭は取り組んでいるのではないかなというふうには思います。８時間と

いううちでは、保育教育をしようというふうなことで、８時から４時までという時間帯

で実際には子供を見ています。今現在では、７時４０分から８時までの間が時間外の保

育ということになって、ばらばらで来られますので、その間は数名といいますか、全職

員がというわけでなくて、早番の職員が見ております。４時以降から、今でいいますと、

６時まではその逆で、今度は遅番の職員が見るというふうなことになります。そんなに

そんなに毎日毎日、全員が１１時間いるというわけでもございませんので、うちでいえ

ば１０時間２０分ですね、いませんので、先ほども言ったように、子供さんがばらばら

帰られる、その寂しい思いをさせないようなことっていうのは、全部が集まった形で、

１歳児はこう、２歳児、３歳児と分けないでやっぱり見ていかないと、職員のほうもた

くさんいるというふうなこともありますので、そういうふうな温かみのある保育をして

いるというのが現状だというふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 分かりました。ぜひ、一層温かみのある保育をしていた

だいて、子供さんに負担が行かないようにということを心がけていただきたいと思いま

す。

それで、そういう充実した保育を提供するために、やはり職員の方の体制というのも

充実させていかないといけないと思うんですが、聞いたお話によると、正職員が今、非

常に少ない、約半分だと思うんですけれども。その状況で、正職員の方への負担が、正

職だからこれもやってくれというような負担が、そういうことがあるというふうなこと

もお聞きするんですけども、そういうことを少しでも和らげるために、やっぱり正職員

の方を増やしていくというのが大切じゃないかなと思うんですが、そういったことはど

うでしょうか、できないでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 青戸教育長。

○教育長（青戸 晶彦君） 来年度の採用も保育士、保育教諭の募集をやっておるところ

です。一遍に、例えば１０人欲しいから１０人というわけにはなかなかならない。とい

うのは、やはり、募集して、採用したはいいけれども、辞められると言うとちょっと語

弊があるかもしれませんけども、年齢段階をやっぱり追っていかないと、一挙にそこだ

けの年齢層がぼんと増えると、やはり後が続かないというふうなことがありますので、

徐々に多くしていかないといけないという部分がありますので、そこはなかなか採用の

部分では難しいというところでございます。
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○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 徐々にでも結構なんですけども、現状として徐々には増

えているんでしょうか、つまり、退職された方よりも採用のほうが多いという、そうい

う状況なんですか。

○議長（山本 芳昭君） 青戸教育長。

○教育長（青戸 晶彦君） 現在では辞められる数よりも毎年入っていただくというふう

なことで取り組んでおるところです。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） ぜひ継続して職員の方、入っていただけるように努力を

していただきたいと思います。

それでは、次のマイナンバーカード保険証についてなんですけれども、最初に、先ほ

どの答弁で、病院で保険証として使用しているのは４、５月の２か月分ということだと

思うんですけれども、それで３２人という、非常に少ないんじゃないかと思います。決

算を拝見しますと、入院、外来、居宅の患者の延べ数、令和３年度で合計は約４万０

００人で、単純に平均すると１か月０００人ですか。２か月だと延べ０００人の方

が患者として来られてて、その中で延べ３２人の方しか使ってないというのは非常に少

ないような感じがするんですけれども、皆さん、この利用に関してすごく慎重になられ

ているという実情があるんではないでしょうか、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事業管理者。

○病院事業管理者（福家 寿樹君） ちょっと今の延べ数なんですが、１人の患者さんが

何回、これは全部それをカウントいうような、こちらで把握しているのはいわゆる１人

の患者さんが何回来られても１というふうに、例えば、でないと、入院でも１人の患者

さんが毎日１週間とか、１０日とか、全部延べを足すと大きくなりますので、まず１患

者さんというふうに考えられると思うんですが、確かに、４月、５月含めて、例えば外

来数を考えても、４月２４件、５月８件ということで３２件の、我々職員も事務職員で

あれば誰でも、どういうんですかね、患者さん、求められるとすぐに、こうしてくださ

い、かざしてくださいっていうふうにしてあげられる状況にはあるんですが、患者さん

自体から、まだそこまで、１日に換算すると本当に１件、２件というような状況である

のには変わりございません。そういった認識の中でやっております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 病院側としては使っていただける体制を整えているけれ

ども、なかなか使う方がおられないということで、端的に言って、皆さんなかなか不安

で使えないというようなところもあるんじゃないかと思います。取得率が４分の３の方

が持っているのに、実際には保険証としては使わないというような対応を、まだ現在の

ところ、皆さん、取られているわけですね。

それで、それを踏まえてなんですけれども、まず、確認させていただきたいのは、答
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弁でマイナンバー制度ということについて答えていただいたんですけれども、私がお聞

きしているのはマイナンバーカード保険証のことでして、マイナンバーカードを保険証

として安心して使ってもらえるのかどうかということなんです。マイナンバーカードも

マイナンバー制度に含まれるんですけれども、マイナンバー制度の是非というのは、こ

れは議論しなきゃいけませんが、それは今ちょっと置いておいて、マイナンバーカード

そのものですね、しかもそれを保険証に使うということについて、安心してもらえる状

況なのかどうかということをちょっと改めてお願いしたいんですが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） マイナンバーカードと健康保険証とのつながりの話だというふ

うに思っておりますが、御案内のように、マイナンバーカード自体の促進というのが、

どういいましょうか、スタートしているのは以前からですけども、全国的に取得率が上

がってきてるというのは今年に入ってというところが中心になってるっていうふうに思

っております。ですから、今度はカード取得後の保険証という捉え方についての考え方、

考え方っていうのは当然あるっていうふうに思っておりますけど、具体的にそこまでど

んどん利用しようかという意識っていうのはちょっとまだこれからの考え方かなという

ふうに思っております。具体的には保険証が廃止されるっていう考え方は来年の秋です

ので、その前ぐらいになるとそういう取組はさらに必要になるかなというふうに思って

おりますが、個人的には現時点で不便であるわけではないので、徐々にということでは

ないのかなというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） ちょっとお聞きしたかったのは、町として安心して使用

をお勧めできますか、どうかっていう、そういうことをお聞きしたかったんですけれど

も、というのは、このマイナンバーカードっていうのは、マイナンバーはもう皆さん、

誰も持っているんですけれども、マイナンバーカードは作るかどうかは、基本的には自

由です。少なくとも今のところは自由です。それで、マイナンバーカードを作ってしま

うと、その時点でパスワードを登録もしなきゃいけない。マイナンバーカードを作って

パスワードを登録すると、マイナポータルというのがインターネット上で使えるように

なるわけですね、御存じのとおり。そうすると、このマイナポータルからマイナンバー

にひもづけされたあらゆる個人情報を見ることができるようになる。様々な手続もでき

るということで、発行してしまった時点で個人情報を他人に見られたり、悪用されたり

という、そういう危険がぐっと増えるんじゃないかと思います。さらにそれを健康保険

証として日常的に持ち歩いて使うという、そういうことですね。保険証ですから、私な

んかも今保険証ずっと持ってますけれども、いつけがするかどうかも分からないので、

そういう使い方をしなきゃいけないということは、これ、国の体制とかそういうことも

あるんですけれども、そもそも使う我々一人一人が、預金口座の情報などを含め、あら

ゆる個人情報を引き出せる、そのカードを日常的に持ち歩くと。それで、もしなくした
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ら、保険証として、もう保険証が廃止されたとしたらば、なくした場合には病院で全額

自己負担になり、再発行にも時間がかかる、そういうようなカードなんですよね。これ

を保険証として使うということを、町は国の方針でもあるので進めてられますけれども、

そうやって進めて、現在よりも安心な生活を住民の方に送っていただけると思いますか

ということを、ちょっと町長の御意見をお聞きしたいんですけども。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 新しいことをするっていうことになると、当然、変化が生まれ

ますので、その中でリスクっていうところも当然生まれてくるっていうふうな流れが今

の状況ではないのかなというふうに思っております。御案内のように、様々な誤りの登

録であったりとかっていうのが現在叫ばれてるっていうふうに思っておりますので、そ

ういったところはこれからしっかりリスク管理っていうか、個人情報の管理っていうこ

とも含めてしていただかないといけないっていうのは皆さんと同じ気持ちだというふう

に思っております。ただ、紛失したときにっていう話とか、様々なケースがあるという

ふうに思っておりますが、そういったリスク管理も皆さん方にもお伝えしながら、そう

ならないような形の中でやっていかないといけないというふうに思っておりますので、

一つ一つ、現在、例えばキャッシュカード一つにしても、紛失したらっていう話だとか、

そういった形に類似するわけですので、そういったときのケースの対応の仕方っていう

ことも含めて、これからのやり方ではないかなというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） これからと言われてしまうと、これからどうなるのか全

く分からないので、あれなんですけども、読売新聞でも、ちょっと見直したほうがいい

んじゃないかみたいな社説が載るぐらい、今、非常に問題になっているので、赤旗じゃ

ないですよ、読売新聞でそういう社説が載ってるんですから、非常にいろんな人が問題

点を感じてるんだと思うんですが。

それで、しつこいようですが、言うと、マイナンバーカードとパスワードを自分で管

理する、あるいは御高齢になって介護施設に入居した場合は職員の方に管理してもらわ

なきゃいけないというような、そういう可能性も出てくる。そういう危険性に加えて、

現実には、幾ら国がちゃんと管理するといっても、マイナポータルに集まった個人情報

が何かのトラブルで漏れてしまうという危険性も非常に危惧されているところです。そ

んなマイナンバーカードを取得するかという判断はもう個人の判断に任せたほうがいい

と私は思います。マイナンバーカード保険証を強要して、現在の紙の保険証を２４年の

秋からなくすような、そんなことはやめるように町としても国に求めていくべきじゃな

いかと思いますけれども、いかがですか、町長、お考えは。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 議員おっしゃるように、マイナンバーカードの取得については

基本的には自由だというふうに思ってますが、あわせて、今、法律上の中で議論されて
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ます保険証についての取扱いについては、ちょっと私も詳細確認してませんが、紙ベー

スでも残すことができるっていうような話も、情報も得てますので、ただ、それが最終

的な結論になっているかどうかというのは、ちょっと不透明な言い方で大変恐縮ですけ

れども、１年１年更新だけど、紙ベースでも残せる形というのを検討されてるっていう

情報だけは得ております。いずれにしても、１００％ではないのかなというふうに思っ

ておりますので、そういった情報の法律の中での、あるいは仕組みの中で選択をしてい

きながら、お一人お一人がそういった考え方ではないのかなというふうには思っており

ます。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 紙が残っても、毎回１年ごとに申請しなきゃならないと

か、非常に不便なことになるということで問題になってます。その点もしっかり御考慮

いただいて、国にはしかるべき対応を求めていただくように私のほうからは町長に求め

ます。

これで私の一般質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） 岡本健三議員の一般質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） ここで暫時休憩といたします。再開を１０時４５分からといた

します。

午前１０時３２分休憩

午前１０時４５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き、一般質問を行います。

９ページ、６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 私は、今期定例会では農業施策、公共交通、情報化施策

の３点について、一般質問をさせていただきます。

昨日、今日と同僚議員が一般質問された内容と一部類似した内容もあると思いますが、

改めて質問をさせていただきます。

まず、農業施策についてであります。町長は、農林業従事者の所得向上を選挙戦公約

の一つとされ、また、令和５年度施政方針にも記載をされておりますが、今後４年間で

具体的に取り組まれます農業施策について伺います。

２点目、農家の高齢化などにより、農業の担い手不足、いわゆる担い手の不足と働き

手の不足がありますが、これらが急速に進んで、非常に深刻な状態になっております。

どのような手段で解決していくのかということを伺います。

３点目、農業にとって優良農地の確保は農業生産や農業経営の基本的条件であり、小

規模な水田であったり、排水が悪い水田、あるいは水路や農道などの老朽化が進み、や

むなく遊休農地になったり、自己保全管理となってるのが現状でございます。この問題
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をどのように認識し、その解決及び有効活用を図るか、どのような取組を実施されるの

か伺います。

次に、公共交通についてであります。昨年１０月からドア・ツー・ドア型デマンドバ

スの運行が開始されましたが、このバスを利用するには、あらかじめ利用者登録をして

乗降場所を指定する必要があります。しかしながら、バスの進入路が狭い等の理由によ

り、指定された乗降場所が自宅から離れているとの利用者からの声もございます。ドア

・ツー・ドアといいながら、乗降場所が希望に添えないという、その利用者の人数につ

いて伺います。

続きまして、乗降場所以外にも予約方法や運行時間の問題など、解決する必要もあり

ます。そのためには、小型車両の導入やら、地域での運行受託方式の導入、省エネタク

シーの導入など、これらにより利便性の向上を図るべきと考えますが、どうでしょうか。

３つ目でございます。ドア・ツー・ドア型デマンドバスに移行するに当たりまして、

バス予約アプリ、この導入というのも予定をされとったと思っております。しかしなが

ら、まだ運用に至っておりません。このバス予約アプリの運用に向けてのスケジュール

について伺います。

最後、３点目、情報化の施策についてでございますが、今年度、町内３か所に携帯電

話基地局の設置を町事業として行うということで予算化がされております。今年度の基

地局設置のスケジュールと、また、来年度に向けての基地局整備計画について伺います。

２つ目、最近ニュースでも毎日報道されておりますけれども、全国でマイナンバーカ

ードに関係するトラブルが多数発生しております。コンビニでの証明書の誤交付や、マ

イナ保険証では、マイナンバーが他人の情報とひもづけをされるなどの問題が起きてお

ります。町では、このような事案が発生していないか伺います。

３点目、最近、チャット型ＡＩということで、ＣｈａｔＧＰＴ、Ｇｏｏｇｌｅ Ｂａ

ｒｄ等の人工知能によるサービスが提供されてまいっております。今のトレンドとなっ

ておりますが、これらのサービスを住民サービスの向上や業務の効率化につなげるため

の利用というのを行われないかということを検討をされていないかということを伺いま

す。

以上、最初の質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 岩昭男議員の御質問にお答えします。

まず、農業施策についてということで、町長は農林業従事者の所得向上を公約として

上げられてるが、今後４年間で具体的に取り組む農業施策について伺うという御質問の

内容であります。

農林業の従事者の所得向上につきましては、高橋洋志議員の一般質問でも触れました

けれども、農業は機械導入や基盤整備など、省力化に向けた周辺整備を進めて、労働負
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担を軽減し、生産性向上や、それに伴う規模拡大により所得を増やしてまいります。ま

た、みどりの食料システム戦略に基づきまして、有機農産物の栽培に取り組み、農産物

の付加価値を高める取組を進め、良質な農産物の生産と販売の拡大を図ってまいります。

さらに、県内随一の食味米の産地として、地域ぐるみで餅や米粉などの六次産業化にも

取り組んでまいりたいというふうに考えております。このように、現在のブランド価値

を生かし、さらに地域の固有の価値を追求することで、農業従事者の所得向上につなげ

てまいりたいというふうに思っております。

次に、農業の人手不足が急速に進み、深刻な状況になっている。どのような手段で解

決していくのかという御質問の内容です。

少子高齢化が急速な展開に伴い、生産年齢人口は年々減少し、各産業における人手不

足は深刻な問題となっております。とりわけ農業においては、その傾向が顕著であり、

待ったなしの状況であるというふうに認識をしております。本町におきましては、農業

研修生制度を通じて、若者や転職者に農業の魅力を伝え、新たな人材を育成、確保して

おりますけれども、十分とはいえず、今後、トマトや水稲を農業研修に特化したりとか、

あるいはみどりの食料システム戦略の取組も始まりましたので、有機栽培を新たなメニ

ューとするなど、農業研修制度の機能強化を図っていきたいというふうに考えておりま

す。

また、スマート農業機械などの導入により、生産性を向上させ、従事者の労働負担を

軽減するとともに、ショートタイムワークなどの部分的に活躍ができる仕組みづくりを

進めてまいります。さらに地域おこし協力隊制度のさらなる活用の推進や共生の里など

の企業連携の取組強化など、町外からの人材確保方策の充実、強化に努めてまいります。

ＳＤＧｓ未来都市、オーガニックビレッジ、ゼロカーボンシティ、子育て支援など、町

の強みを最大限生かしながら、多様な人材確保のほうに努めてまいりたいというふうに

思っております。

次に、優良農地の確保は農業生産、農業経営の基本的な条件であるが、小規模な農地

においては、有効活用も進まず、やむなく遊休農地となっているのが現状である。この

問題をどのように認識し、その解消及び有効活用を図る取組を実施するのかという御質

問の内容です。

農業従事者の高齢化などにより、機械の大型化や作付の見直しといった作業の負担軽

減が図られている一方で、小規模な条件不利地が遊休農地となってることは承知をして

おるところでございます。このような中にありまして、まずは農家さん自らが御自身の

農地をどうしていくのかということを考えていただきたいと思いますし、また、その上

で、将来、農地を維持できないということであれば、今後誰が担っていくのかなど、地

域で話し合っていただくことがまず大切だというふうに思っております。町とすれば、

中山間地域の直接支払い制度や多面的機能支払い制度といった有利な支援制度の積極的

な活用でありますとか、情報提供していきながら、地域内での前向きな話合い活動が活
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発に進むよう、農業委員会や関係団体と連携して支援してまいります。また、小規模農

地の活用に向けて、農業生産活動が行いやすい環境を整備するとともに、国の支援制度

を活用しながら、遊休農地の畑地への転換の促進を図ってまいります。

続いて、公共交通についてということで、ドア・ツー・ドア型のデマンドバスの運行

におきまして、乗降場所が希望に添えてないという利用者の数を伺うという御質問です。

昨年１０月からドア・ツー・ドア型のデマンドバスの運行開始以降、１００人の皆様

から乗降の場所についての御相談を受けました。その後、担当の職員あるいは委託事業

者と全ての箇所について現地確認を行いました結果、運行車両が進入できない、または、

乗降時の安全が確保できないとの判断から、約半数の５２人の方の御希望に沿えない状

況であるというふうに認識しております。

次に、小型車両の導入、地域での運行受託方式、町営タクシーの導入などにより利便

性の向上を図るべきと考えるがという御質問でございます。

様々な角度からさらなる利便性の向上を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。その中で、小型車両の導入につきましては、本年度、路線ごとに利用状況を分析し、

小型化できる路線については車両更新の検討をしてまいりたいというふうに思っており

ます。また、地域での運行受託方式につきましては、町の公共交通体系ではカバーでき

ない部分、時間帯を地域の共助により補っていくということが大前提となります。現在、

多里のＮＰＯ法人でも実施されているほか、相談をいただいてるまちづくり協議会や団

体もありますので、引き続き必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

最後に、町営タクシーの導入についてでありますが、現時点では具体的な検討は行っ

ておりませんが、将来的な課題であります問題としての意識は持っております。現時点

では、既存タクシーの事業者との連携とドア・ツー・ドア型デマンドバスについて、利

用者の皆さんの利便性を向上することに努めてまいりたいというふうに思っております。

次に、予約のアプリの運用について伺うという御質問ですが、昨年度、デマンドバス

のシステム導入時に、予約アプリの導入を見送った経過がございます。その理由ですが、

令和２年度に行った福栄地域での中央大学、鳥取県との実証実験におきまして、スマー

トフォンで予約された方が全体の ９％足らずでありました。また、実証実験後のアン

ケートにおきまして、予約はスマートフォンでなく電話で行いたいという回答が半数も

あったということなどからであります。しかしながら、全国的にスマートフォンの普及

率が上がっておりますので、本町において予約のアプリの導入ニーズが高まれば、導入

していきたいというふうに考えております。

３つ目であります情報化施策のということの、今年度の携帯の基地局設置スケジュー

ルと、来年度に向けた基地局の整備について伺うという御質問です。

現在、携帯電話基地局につきましては、大手キャリア、中国総合通信局と携帯電話エ

リア整備事業を活用した基地局整備について協議を行っております。先日、６月６日に
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は広島の中国総合通信局において、４キャリアと直接工事に向けた交渉を行ったところ

ですが、携帯電話エリアの整備事業補助金の配分やキャリアとの調整が難航しておりま

して、今年度の具体的な建設等の見通しは立っておりません。引き続き折衝を行ってい

きたいと思っております。

また、来年度以降の基地局整備でございますが、令和４年度末に、６年度の要望を提

出しており、今後、要望を基に国、あるいはキャリアと交渉を進めることになります。

屋外の携帯基地局の整備はいまだ交渉中ではあるものの、ＫＤＤＩ株式会社と株式会社

中海テレビ放送の間で、家庭内のインターネット環境を利用したフェムトセルのサービ

ス化に向けた協議が最終段階となっております。フェムトセルの実用化が進みますと、

屋内の携帯電話の利用が実現できます。実用化が決まり次第、町民の皆さんに御報告を

したいというふうに思っております。今後は、ドコモ、ソフトバンク、楽天等、各キャ

リアで同様のサービスが提供できるように協議を進めてまいりたいというふうに思って

おります。

次に、マイナンバーカードに関するトラブルが発生し、コンビニでの証明書の誤交付

や、マイナ保険証ではマイナンバーが他人の情報とひもづけられるなど、問題が起きて

います。町ではこのような事案が発生していないかという御質問の内容でございますが、

現在、日南町でのトラブルについての報告は受けておりません。御不明な点があれば、

役場に御相談いただくとともに、町でも必要に応じて注意喚起等を行ってまいりたいと

いうふうに思っております。

次に、ＡＩのＣｈａｔＧＰＴの関連でございますが、住民サービスの向上や業務の効

率化につながることが期待されているが、活用についての検討をされているかという御

質問でございます。

本町では、ＣｈａｔＧＰＴなどのＡＩを活用した業務は現在は行っておりません。し

かしながら、御指摘のとおり、住民のサービスの向上、職員の業務改善につながること

が期待される面もありますから、本町のＤＸの推進チーム会議の中で検討を始めたとこ

ろであります。鳥取県におきましても、ＡＩ技術活用のワーキングチームが立ち上がり、

ガイドラインの作成が進められております。こうした動向も注視しながら、本町として

の活用の方針、方向性を検討してまいりたいと考えております。

以上、岩昭男議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） まず、農業施策について再質問のほうをさせていただき

ます。そのうち農業所得向上というところでございますけども、所得向上といいますと、

収入が増えて経費がかからないというのが一番いい所得の在り方、向上でございます。

農業でいえば、作物を面積を増やして収量を増やす、あるいは販売する単価が上がると

いうようなことが収入の向上になります。そのためには、もちろん、米であれば面積を
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増やす、あるいは反収を増やすというようなことになろうかと思いますが、経費のほう

につきましては、農業用の機械の導入やら施設整備の経費、人件費と、ここら等を差っ

引いて所得というものが導き出されてくるということですが、今後、町長、いろいろと

農業用の所得向上のための施策を打っていかれる中であって、実際に所得がこの４年間、

町長の任期の、この間に上がったかどうか、それをやっぱり確認する必要があると思う

んです。選挙戦でも言われ、政策でもうたわれる中で、この所得が本当に向上したかど

うか、これは何をもって判断されるか。これをまず伺いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、法人化、あるいは兼業農家というところの分類に

なるというふうに思っておりますが、なかなか具体的な数値、科学的な数値を判断する

ってことになると、申告であったり、決算であるというふうに思っていますが、ですか

ら、ある程度個人情報的なところもあるので、把握しにくい側面はあるにしても、全体

の売上げだとか、昨日もありましたけど、昨日の生産の所得の話をさせてもらいました

が、基本的には収入と支出を残した形の所得っていうところの数字が昨日お話をさせて

いただいた町全体の数字であります。ですから、確認ができるっていえば、もう一つあ

るのかなというふうに思っていますが、ただ、やっぱり一方では、兼業農家は別として、

別としてと言やあおかしいですが、把握しやすいのは法人のほうかなというふうに思っ

てます。ですから、ある程度の様々な資料の中でそういったところがうかがえればより

いいのかなというふうには思ってますが。あと、ヒアリング的なところの中でお聞きす

るっていうことがこれからの在り方かなというふうに思ってます。様々な事業を実施す

る中で、やはり結果、効果っていうのはどうかっていうことを確認するというのは当然

必要なことだろうというふうに思ってますので、様々な関連の法人の皆さんにもお声か

けをさせていただきながら、御協力もいただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 確かに所得の関係、税金に直結するわけでございますけ

れども、やはり日南町としても、住民税、町民税、これを賦課しているわけでございま

す。その根本には個人の所得っていうのをしっかりと、データというものは所管課であ

れば、住民課が持っておる。かつ、恐らくですけども、町として交付税の算定等におき

ましては、住民税の賦課の状況、課税の状況というのを県やら国に報告して交付税が決

定するような仕組みもあろうかと思うんですよ。ですから、個人を特定するような個別

のデータをチェックというのは、これは難しいんですけども、所得のデータを集計しな

がら、その中で農業の所得、それを集計する、収入を集計する。それで今の状況という

のは、現在の所得状況というのは確認できるんではないかと思うわけです。４年後、町

長、４年間これ頑張ったぞと、こういう施策でこれだけの結果を出したというような、

やっぱり具体的な数値をもって、結果を堂々と表明すべきだと思うし、それがやはり町

民のための所得向上につながったんだということだと思います。所得向上、所得向上、
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結果、増えとったか、減ったのか分からん。これだけのことやったんだけど、結果が分

からん。これでは政策ではないんですよ。やっぱり具体的な数値目標を定めて、やって

いただきたいと思います。

ちなみに、そういうような形で住民税の賦課情報、あるいはいろんな認定農業者の方

でございましたら、いろんな、特に機械の導入補助を受けたりするときに、現在の収入

とか、将来に向けての計画というものがあるわけなんで、そういうのは先ほど町長がお

っしゃいましたように、ヒアリングをしながらでも、しっかりと、そういう認定農業者

の数とか、そんなに多くはないわけなんで、そこらあたりも押さえながら、数値として

出していただきたい。再度、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 農業の営みの中では、やはり自然現象の影響だとか、あるいは

施策的なところも加わったりっていう状況がある、厳しい環境にはあるっていうふうに

思っておりますが、いずれにしても、例えば申告のときの、住民課が担当しております

けれども、全体的に町全体の所得がどう変わってるっていう話の情報共有はさせてもら

っておりますので、それは農業だけではなくて、町内の皆さん全体の話ですけれども。

そういった情報の把握であるとか、あるいは農業に特化すれば、先ほどおっしゃられた

ような補助金の活用の皆さんへの、計画に対する状況はどうなのっていう話は当然させ

てもらっておりますけれども、そういったところを今度、具体化した形の中で整理をし

ていきたいというふうに思っておりますので、いずれにしても、様々なこれから農業の

在り方も変わってくるというふうに思っておりますので、そういったところの施策との

連動も加味しながら内容を精査していきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） ぜひ、数値として出していただきたいと思います。もし

くは４年後に、４年前はこうだったけども、こうなりましたというのをしっかりと押さ

えていただきたいと思います。

次、農業の人手不足というところですけども、田植であったり、稲刈りであったり、

トマトの収穫の時期であったりということで、年間を通じて農業というのは人手が要る

というわけではなく、やはり一時的に労力の必要な時期というのはあるわけでございま

す。そういう繁忙期に対しての労働力の提供ということで、先ほど町長答弁でおっしゃ

いましたショートタイムワークですね、このようなことをしながら労働力確保を行って

るということでありましたが、ちょっとホームページ等で見ましたら、このショートタ

イムワークのマッチング、これまで３回で５件のマッチングが成立しているということ

で、昨年は３月と６月にやられたようです。そのときに、募集をする事業者が１１事業

者でしたかね。ただ、その内容を見ましたら、農業の事業者ですね、これは１者であり

ました。実際に、この１者というのが農業の関係でマッチングができたかどうか、それ

について伺います。
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○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） １者ですけど、今はできてないっていうのが状況であります。

今回の仕組みについては、二、三年前から具体的な交流の場を設けながら、仕組みづく

りの構築に向けてやってきておりますので、今、目標とすれば、その具体的なシステム

化を今年度確立して、来年度に向けてですが、どういいましょうか、広く皆さん方に登

録してマッチングができる形にしたいというふうな目標で持っておりますので、そうな

れば、さらなる多くの皆さんの参画ができるんではないのかなという期待はしておりま

すので、そういった構築に向けて今、鋭意努力をさせていただいてるっていう状況は報

告をさせていただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） ショートタイムワークというのも新たな取組として、過

渡期には必要なものかと思われます。今の働き手、応募される方、これの範囲っていう

のは、今、町内の方だけなのか、あるいは町外も含んで募集をされておるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 現時点での取組の対象者ということであれば、町内はもちろん

ですけど、町外の方も労働者側としては対象者の範囲として設定しておりますので、そ

ういった動きをさせてもらっています。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） ショートタイムワーク、おしごとバンクの交流会という

ような表現をされてましたけれども、これは産官学連携の事業の一環という位置づけで

あったと思います。ですから、鳥大とソフトバンクですかね、こちらも参画されてると。

この中で、実際として、正直申し上げますと、ほとんど結果が出てないという状況であ

りますよね。やっぱり町長も先ほどおっしゃいましたけど、労働力の提供、働いてもい

いよという方、町内は正直厳しいと思います、現状としてですね。やはり町外、せめて

西部エリアですね、県西部辺りのエリアに向けてやっぱり募集する。そうすると、ひょ

っとしたら若い方も草刈りやっちゃろうかいやと、トマトの苗を植えてやろうかと、田

植を手伝ってみようかというような話もあろうかと思います。そういうことで町として

やるというのもありますし、また、県内ではボランティア的な、学生のボランティアさ

んというようなところで一時的な労働力、地域と交流を図りながら作業に参加してみる

というような事業もありますんで、やはりそこら辺りもうまく使いながら、労働力確保

というものに向かっていただきたいと思います。

ちなみに、先ほどおっしゃられました、今年度システム化を検討するということです

けど、もうちょっと具体的に教えていただけませんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 具体的な内容っていうのは、今までの構築した中での、多分再

整理っていうか、そういったことを集約しながらという形になるというふうには思って
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おりますが。まだ具体的にこうだというところが決まってるわけではないので、いずれ

にしても、鳥取大学だとか、ソフトバンクの皆さんだとか、そういったところ、今まで

の中心の皆さん方に加わっていただきながら最終的な方向性を見いだしていきたいとい

うふうに思っております。ただ、現時点では具体的に特徴はこうだとかっていうことは

言える状況ではないっていうふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 募集するためのアプリとかいうのは、ソフトバンクさん

も参入されてますんでね、そういうところもうまく利用しながら進めていただけたらと

思います。

担い手不足の関係で、地域おこし協力隊の農業研修生の関係ですけれども、今年度も

４名ということで、これは予定どおり入っていただいて、非常にありがたいと思ってお

ります。３月の一般質問でもしたんですけれども、ただ、日南町に地域おこし協力隊は

もちろんですけども、それ以外でも移住、定住していただく方が増えてきておるという

のは承知をしてるんですけども、その方が残念ながら途中でリタイアとか、思った環境

ではなかった、人との付き合いが云々というようなところで、残念ながら転出されてし

まうということもあります。３月にはそういう移住してこられた方々との交流会的なも

の、以前日南町もやっておりましたですよね。いろんなジャンルの業種の方もいらっし

ゃいます、年代も様々でしょうけども、その方々がやっぱり集まっていただいて、移住

者として、いろんな話をしてもらう場というのをどうですかと提案しましたところ、町

長は、それはいいことだけん、やってみようかというお答えをいただいたというふうに

捉えておるんですけども、それ以降、進展はあったでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） コロナ禍があったということもあってるんですけども、基本的

にはその前は、例えば農業研修生で来られた皆さんを、何年間というか、来られた皆さ

んで交流会をしたりとか、そこに私自身も参加させてもらったりしております。今、ア

カデミーのほうも具体的に規模が毎年１０人以上になっておりますので、規模が大きく

なっておりますけども、場合によっては町内に就職されている皆さんあたりだとか、そ

ういった取組をしてほしいということで、現場のほうには指示をさせてもらっておりま

す。そういった関係をつくりながら、より情報を共有しながら、そして、場合によって

は、その方から横展開っていう話もこれからの中ではあるというふうに思っております。

ですから、ちょっとコロナのこともある程度終わったという雰囲気でありますので、そ

ういったところを地道に復活しながら、これからの横展開をしていきたいというふうに

思ってます。その中で様々な情報をいただくっていうこともあったり、課題も生まれて

くるっていうふうに思っておりますので、そういった小さな声を大切にしていきたいと

いうふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。
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○議員（６番 岩 昭男君） Ｉターンの方、地域おこし協力隊の方をしっかりと日南

町、フォローして、先々も住んでいただけるようにしていただきたいと思います。

次へ行きます。農地と農地集積ということで伺います。私の住んでおります地域でも、

担い手によります農地の集積というのはある程度は進んでおります。しかしながら、農

地の貸し借り、利用権設定、これには期間があるわけでございまして、この期間が済み

ますと、残念ながら継続しての利用権設定をされないという事案がありまして、その利

用権設定、継続して借り受けしていただかなかったところが、先ほど冒頭申し上げまし

たように、耕作放棄地になったりとか自己保全という形になっております。このような

現状を町長のほうも把握はされてると思うんですけども、継続してその利用権設定がさ

れないその理由、なぜそうなのか、そういうことを検討、調査されたことがありますで

しょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 理由の具体的な調査っていうところまでは至っておりませんけ

れども、私も町内に住んでおりますし、ちっちゃいけど農業の営みをさせていただいて

る中で、地域の中でも集落営農から法人に変化してきてるっていう状況の、どういいま

しょうか、触れ合いだけはさせてもらってるという状況にあります。そういったところ

の中で声が出ておりますので、多くがそんなに大きく他の地域と変わってるというふう

な認識を持っておりませんので、ですから、農地の場所だとか、地形的なところだとか、

あるいはそれを担う周辺の皆さんの法人であるとか体力っていうようなところのかみ合

わせの中で生まれてきてるんではないのかなというふうに思っております。特に農地自

体の面積であるとか、水路だとか、水の流れだとか、そういったところも一つの要因に

はあったりしてるんではないのかなというふうには思っております。いずれにしても、

これからそういった農地が、耕作しにくい形っていうところが生まれてくるっていうふ

うには認識しておりますし、できれば法人の皆さんでも簡易的な管理っていうところに

つながるとよりいいのかなというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 町長は、末端の事務までなかなか目が届かないというこ

とはあろうと思いますけど、ちょっと具体的に伺いたいんですけれども、そのような利

用権が一旦切れて、その後また、本来でしたら利用権設定をしていただくというような

こともあろうかと思うんですけども、それができない、できなかった筆数っていうのが、

年間どの程度あるものなのか、実態としてその数値、ざくっとでいいです、分かるよう

でしたら、農業委員会か農林課、お答えをしていただきたいと思うんですが。

○議長（山本 芳昭君） 橋農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（橋 裕次君） 先ほどの具体的な数字につきましては、現在、

手元のほうには資料を持ち合わせておりませんが、先ほど町長が申し上げた要因の中と

しては、現在、法人組織の農地の集積が進んでおる状態でございます。より条件のいい、
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より集中した場所での農地の利用ということで、従来飛び地であった農地については、

経営上、管理が困難になるというふうなことで、少しずつ手を離されるというケースが

案件としてはないわけではございませんが、その辺りにつきましては、地域の方との話

合いがなかなか十分にできていないというようなこともございます。その辺りについて、

農業委員のほうにおきましても、十分理解はしておるところでございますが、現在、本

年度から人・農地プランの拡大ということで、地域計画の策定を進めるよう、現在調整

中でございます。その話合いの中で利用権設定、再設定に向けての取組も進めてまいり

たいというふうに考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） １００件なのか０００件なのかちょっと分からん、そ

ういう具体的なある程度の数字が出てきたらありがたかったんですけど、事前に言って

なかったんで無理だったのかもしれません。そうですね、農業委員会からお話があった

んですけれども、結局、町のホームページ見ますと、人・農地プランに関わる最終的な

結果ということになるんかと思うんですけども、実質化された人・農地プランというこ

とで、町内の７つの地域それぞれに、耕地面積とか、７０歳以上の農業者がどの程度の

面積を所有してるかというような最終的な統計的なもの、それと、その地域の中心的な

経営体ですね、これが今後どのような方向性を持ってるかというようなことも若干付け

加えられたような形で、実質化された人・農地プランというのがホームページのほうに

載っております。その中で、私、やっぱり見たんですけども、どうでしょうか、７つの

地域で、私の地元、福栄だけをちょっと出してみますけども、実際に地域内において、

今後、中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計というところがございまして、

福栄は実はそこはやっぱりマイナス、要は、もう引き受けない、今持ってるものを減ら

していくんだよ、中心経営体がそういう考え方を持っておられるんじゃないかと思うん

です。やはり以前は米の需給調整ということで、何割かは米を作らないよという政策が

進んでおりまして、そのときに、いわゆる作らないために、条件の悪い田んぼも経営体

の方々は借りられてた、利用権設定されていた。ところが、やっぱり農業という、業と

いう中で収益を上げていかなければならない。まさにそれはそうです、効率のいい場所、

水利がいいところ、農道のしっかり整備されているところ、そういうところを求められ

るわけです。ところが、農業政策といえばそうですけども、地域政策的なところで見る

と、自分の住んでる周りに、そういう原野になる、放棄地になる、そういうのが日南町

の今の姿だと私は思います。国のほうは新たな、確かにおっしゃいましたこの地域計画

というのを６年度末ですか、つくらなければならない。その間に各集落協定とか、もち

ろん農業委員会も中心になりながら、地主の方々と、あるいは中心経営体の方々と話を

していく、そこで方向性を出していくというのがあるんですけども、実はその前に人・

農地プラン、今は最終形ができたと思うんです。それが移行する形になるんですけども、

ほとんど正直なところ、形だけじゃないかと私は思います。そういうようなところ、新
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たな地域計画の策定、これは本当に地域のそれぞれの土地の所有者、それと受け手の問

題。本当にしっかり情報を得ながら、出向いていきながら、どちらかちょっと、町長も

おっしゃったんですけど、地域主体、主体っておっしゃいますけど、地域主体ができな

いからこそ、今、行政がしっかりと進める力を発揮していただく、これが大事なんです

よ。やっぱり受け手じゃ駄目ですよ。どんどんやっぱりそこへ出ていっていただきたい。

そういうふうな政策を進めていただきたいと思うんですけど、町長、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 農業を営むっていう話になると、法人の皆さん、あるいは集落

営農っていうところが基幹的なところで動いておりますが、ただ一方で、戸数的にいえ

ば、やっぱり兼業農家っていうのがウエートが高いというふうに思っております。当然

面積的には反対の話になるというふうに思っておりますが。ですから、地域によってそ

れぞれ体制が違うっていうふうには認識しておりますし、先ほど申し上げましたように、

これからの話合いっていうのをさらに進めていく中で、この農地をどうあるべきかとい

うところを再整理していただきながら、利活用についての方策、考え方をこれから整理

していくっていうことだろうというふうに思っています。おっしゃられるように、法人

化は大型化してきておりますので、小さいところにはなかなか入りにくい、経営的な中

では、できればやめたいという考え方っていうのは必然的なところだというふうには思

っておりますが、とはいいながら、もともと持っていたそれぞれの皆さんの所有権のあ

る農地であります。ですから、兼業農家ができる形があるなら、そこは維持していただ

くっていうことは当然あるべきだというふうに思っております。ですから、町としても

そういった小規模の皆さんへの補助制度もあったりしておりますので、ですから、その

兼業農家ができる人的体制の確保、当然他の事業っていう話になると思いますが、そう

いったところもやりながら、兼業農家の方も頑張っていただける仕組みも兼ねてやって

いかないといけないのかなというふうに思っております。一方では、やっぱり法人は法

人なりのしっかりした、規模拡大も含めた形で、あるいは集落営農と一緒になって協働

するっていう考え方、労働に対しては、先ほど申し上げましたように、様々な皆さんが

副業的なところの中で参画できるっていう仕組みをつくりながら、一方では、農業研修

生のように新たな就農先の皆さんを育てていくっていう複合的な考え方というところを

構築していく必要性があるというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） そういう思いをしっかりと伝えていただきたいと思うん

ですけども、ちょっと現実的な話をしたいと思います。利用権設定をするときに、先ほ

ど町長もおっしゃいました、私もそう思っております。田んぼの状況が悪い、要は条件

が悪い田んぼですね。これを例えば暗渠排水をすれば作ってもいいよというようなとき

に、やっぱりその支援策として考えられるのは、ちょっと調べたら、農地中間管理機構

の農用地等利用条件改善事業というものがあるようでございます。県、あるいは農地中
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間管理機構、このような、この事業で、多分恐らくですけども、これは大きな圃場整備

的な、大きな事業のことなのかなっては思ったりもするんですけれども、これが小さな

現状の田んぼ、例えば１反でも２反でもいいけど、その田んぼに対しての支援とか、農

道をちょっと水路を整備するとかいうことが、利用権設定をするときの条件として使わ

れたことがあるかどうか。要は、ずっと農業をやってて、うちの田んぼ、ちょっと排水

が悪うなったけん直すわいやと、そういうのはもちろんあるんですけども、そういう利

用権設定に絡めて、農地中間管理機構ですから、そういう実績があるかどうかっていう

のをちょっと伺います。

○議長（山本 芳昭君） 橋農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（橋 裕次君） 先ほど岩議員が御質問でございました、農地

中間管理機構の関係の農地の整備事業の関係でございますけども、現在、中間管理機構

のほうでそういった事業の内容が整備されておるということは認識をしておりますが、

日南町内でこの事業を行ったということは、私の認識の中ではございません。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） そうなりますと、今、町でやっております助成支援とい

うことで、農林業生産基盤整備事業、しっかり守る交付金の事業であります。これあた

りが活用されておると思うんですけども、これは一般的な、先ほど申し上げましたよう

に、既に作った方が自分のところを直すというのはあるんですけども、利用権設定をす

るタイミングにおいて、ああ、ここ直してもらったら受けるよとか、ここを直すけえ、

受けてごせと、そういうようなタイミングで使われたということはありますか。実は、

建設課のほうから事前にその補助事業の活用の状況の一覧を頂いております。そこら辺

りをちょっと伺いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 資料のほう提供させていただいております。内容としては、

用排水路の整備でありますとか暗渠排水ということで、ただ、これは基本的には御自分

が作られるとか、それから、受けたところをされるとか、そういったところで、今から

出すので前もって整備ということは、あまり状況としては聞いてないというのが現状で

す。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） そうだと思います。と言いますのは、やっぱりこの事業、

私、ちょっと思うんですけど、実際に農家を対象として、その基盤整備、簡易な整備を

する。なぜこれが建設課に事業としてあるのか。ほとんどこれ、ハード的な支援の仕組

みなんですけども、農家の状況、田んぼの状況を知ってるのは農林課、農業委員会です

よね。何でこの事業が建設課にあるのかっていうこと自体が私はおかしいと思います。

ちなみに、今、この事業について、建設課と農業関係の課との連携、情報の交換という

のはできておりますでしょうか。
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○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 前段の担当部署のお話がありましたけども、基本的にはしっか

り守る農業についての事業については、補助率も最近上げましたっていうことで、でき

るだけ使いやすいっていうか、そういう形に変化をさせていただいております。ただ、

内容につきましては、やはり様々な分野で、どちらかいうとハード的な内容が多いとい

うふうに思ってます。ですから、具体的に地域の皆さんがされるケースであったりとか、

あるいは原材料を支給するやり方だとか、様々なやり方があるというふうに思っていま

す。そういった意味で、具体的な内容が適切かどうかっていう判断の形を確認ができる

のは、やっぱり建設課ではないのかなというふうに思っております。ただ、内容が農地

っていうところでありますので、当然農林課っていうか、その部署との連携っていうか、

情報確認はする必要性があるというふうに思ってますが、ですから、具体的な内容の進

捗を図るには建設課のほうが適任だというふうには思ってます。今後もそういう考え方

を持ってますが、建設課と、あるいは農林課との関連性については、これからやっぱり

情報共有はさらに必要だというふうには思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） やはり政策での、何ですかね、次、今できてないとこを

いかにやっていくかいうことで、さっき具体的な話を出したんですけれども、やっぱり

それっていうのは農家、あるいは土地持ちの農家・非農家であったり、あるいは経営体、

担い手の方、そこでの農地の引継ぎが、耕作がうまくできてないというのが問題であり、

そういうのを、問題が発生するのはやっぱり農のほうなんですよね。その対策として手

段として整備があるということなんで、やはり農家としてはどっちに相談するかいった

ら農ですよね。予算がつく、つかないは役場の中の話なんですよ。恐らくもう９割方、

農の世界ですよ、今の事業の中身はですね。ですから、やっぱりここんとこはもうちょ

っと、町長、しっかりと情報を得て実行するという一つの流れをスマートにするという

意味でも、私は農林課で頑張っていただけたら、農家の方もこの事業をもっともっと利

用しやすくなり、活用が図れるんじゃないかと思います。これは町長の考え方なんで、

もうこれ以上は申しません。

それと、もう一つですけども、いろんな事業を取り組みながら農地の荒廃を防ぎ、農

業の担い手をつくっていくということを行ってるわけなんですけれども、どうしても、

何をやってもこれはもう無理だよという田んぼが出てきます。これは現実です。なかな

かそういうところがあるということは町としては認めたくない部分ではありますけども

ね。実際あります。そこをやっぱり、それがましてや民家に近いような場所であれば、

草が生えて、杉が生えて、柳が生えて、こういう姿より、同じやるんであれば、やはり

栗を植えたりとか、桜を植えたりとか、杉でもヒノキでもいいです、やはり管理された

意味での林地化、そういうものを求めていくのが現実的な話だと思います。実際に農地

から林地への転用をして、そういうふうな形で実際にやっている地域とか実例がありま
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したら教えていただければと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 橋農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（橋 裕次君） 先ほど岩議員がおっしゃられました栗、柿等

の果樹等に関する植栽に関する転換でございます。農業委員会のほうでの農用地としま

しては、田、畑と併せまして、そういった果樹等を植えられたものにつきましても農用

地、農地として判断をしております。採草放牧地につきましても同様でございます。確

かに現状使用がなかなか田畑として困難なものにつきましては、果樹等植えられておら

れるケースは聞いております。しかしながら、ちょっと全体的な状況等は把握はできて

おりませんが、毎年のようには実績としては出ておるということは認識をしております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 今後、地域計画をつくっていく中におきましては、現実

なところで、いわゆる守るべき農地と、そうでない農地というのを分けるわけですよね、

明確に。それに対して耕作者、誰にするかということを進めていくわけなんで、現実的

に切り捨てられる農地も出てきます。やはりそれに対応すべき町の対策、施策というも

のも必要じゃないかと私は思います。

確かに農業の関係とかいうのは、国があり、県があり、町がありという完全な一方通

行の中で予算もなるわけでございまして、そういう中におきながらも、町独自として、

そのような支援策というのも必要になってくるんではなかろうかと思っております。そ

こら辺りも、どうでしょうか、助成制度の理解ができてないから言ってるかもしれませ

ん。けれども、ましてや一般の農家の方っていうのは、どういうような制度があるかも

なかなか分かっておりませんので、そういうところも含めながら、農業の本当の将来に

向けての対応、産業政策と地域政策兼ねたものになると思いますけれども、進めていた

だきたいと思います。

続いて、ちょっとスマート農業のことについて伺いたいんですけれども、実際、認定

農業者等、地域の担い手につきましては、がんばる農家プランというのが中心的にあっ

て、これで機械の整備等、導入等を行っておりますが、最近、令和３年度からですかね、

スマート農業の関係で助成する仕組みができました。このスマート農業の事業と従前か

らありますがんばる農家プラン事業、これの関連性というか、あるのか、あるいは全く

別なものなのかどうか、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） スマート農業の事業とがんばる農家プランになりますと、

補助対象が違っておりまして、がんばる農家プランにつきましては、認定農業者を指定

しておりますのが、スマート農業でありますと、認定農業者でなくても事業対象となれ

るというところが一番大きな違いだというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） がんばる農家プランにつきましては、機械を取得したい
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場合には計画書、プランを立てて、それが認められてその機械導入ができるという仕組

みの助成の仕組みなんですけれども、例えばそこで今年、来年あたりに田植機を買いた

い、トラクターを買いたいというような計画がもともとあったとします。そこにスマー

ト農業の関係の助成事業に乗り換えるということも可能なものでしょうか。といいます

のが、実質的に入るのは、何ですか、基準というか、計画書があって、それによって、

いわゆる機械を導入することによって、面積が増えたり所得が増えたりするという計画

を立てて、最終年度にはこうですよという計画を立てるんですけども、そのときにこう

いうようなもんがぽんと出てくると、何か使ってみたくなりますよね。今あるんですけ

ども、ある計画なんだけども、こっちも使ってみたいという気持ちになるんですけども、

そういうのは許されないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 翌年度の事業につきましては、秋頃に予算要求という形で

要望調査をしていきますので、その際に、要望調査をした上で、どういった事業でいく

のが一番よろしいかというところで、正直、町のほうで調整をさせていただいてるとこ

ろもございますので、希望される機械がどういった事業であれば入るのかというとこを

町のほうでもまず精査をして、そこのことは地元のほうにも伝えた上で事業化のほうを

進めておりますので、当初はこの事業で入れたいなというふうな要望があったかという

ところはあるとしても、実際、事業の中では、前回、２回目というところで、例えば前

回の計画を目標達成していないという場合があったりすると、事業に取り組むことがで

きませんので、その場合、変えるようなことで申し訳ないところもあるんですけども、

実を取るというところではありませんが、そのような調整はしているところです。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 農業系の関係はこれくらいで終わりたいと思います。町

長も冒頭申し上げられました日南のオーガニックビレッジ、ここら辺りの取組とかも始

められるということで、新たな所得も得られるではなかろうかということですし、来年

度に向けては、人・農地プランの関係で、農地のやはりこの地域計画の策定という大き

な仕事もあります。しっかりと頑張っていただきたいと思います。

続きまして、公共交通でございますけれども、この質問をした後、非常に地域公共交

通事業調査報告書という立派なものが議会のほうに議員の資料請求によって出てまいり

ました。非常にうまくまとめられてると、この報告書、思いました。何でこれ、すぐ出

されなかったか、議員が資料請求してやっと出てきたっていう何か感があるんですけど

も、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） すみません、提出のほうが遅くなって申し訳あ

りませんでした。これ、３月３１日に作成ができておりまして、提出のほうが遅くなっ

て申し訳ありませんでした。
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○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 本当に現状をうまく分析して、将来の今の問題点、今後

検討すべきところ、こうあるべきだというようなところまで書いてあるのかな。もうこ

れ、全てかななんて感じで評価をします。

中で、アンケートの利用実績のある方っていうことで２４９人にアンケート等を取ら

れてますけれども、実際に利用者登録をされた方の人数っていうのは何人だったんでし

ょうか。今、現状、何人いらっしゃいますか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） 今現在でございますけども、町内全体で１１

５名の方が登録のほうをされております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） かなりの方が登録をされているということで、ドア・ツ

ー・ドアのデマンドバスの運用というのは非常に重要な位置づけになろうかと思います。

やはりその中で乗降場所が要望に添えなかったということで、最初は１００人以上あっ

たんですけども、精査した結果、結局５２人が自宅からちょっと遠いとこの乗降場所ま

で行かにゃいけんということですけども、一番自宅から乗降場所までが遠い方っていう

のは、何メートル、何百メートルでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） 本当にこの５２名の方、状況それぞれ違います

けども、やはり一番遠い方は１００メートルを超えるような方もおられるのが実態でご

ざいます。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） それと、最後のほうに書いてありますけれども、方向性

としまして、言葉ではどうだろうか、何か緩やかな組織化とか、組織体ＳＰＣによる運

営というようなところで、現在運行されてます共立メンテさん、多里のＮＰＯさん、日

南交通さん、そしてその他・今後というところがございます。その他・今後というのは、

これはどういう位置づけの事業者になるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） すみません、ちょっとはっきりとした書き方に

はなっておりませんけども、その書き方としては、いろいろな形態がこの先想定される

ものと考えております。今、既存の委託しております事業者様で合同で１つの会社をつ

くるような方向性ももちろんあるでしょうし、全く別の形での１つの事業体が今後担っ

ていく可能性ももちろん秘めていると思います。町としましては、現在、３者の事業者

様に委託のほうしております。ただ、これが１つになりますと、オペレーションですと

か、そういったところの効率化も図れますので、引き続き検討のほうしていきたいとい

うふうに考えております。
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○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） さっきの３者プラスその他、その他、今後というこの組

織、会社なのか地域団体なのか分からないですが、これは何を示していらっしゃいます

か。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） すみません、そこの中には、今後、ひょっとす

ると交通空白地有償運送で新たなところが出てきたりだとか、そういったところも想定

されますので、すみません、その他というような書き方で表現のほうをさせていただい

ております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） アンケート結果を見ましても、やはりいろいろないわゆ

る小回りが利くような形でのところを誰も望みます。やっぱりそこは町が主体となって

動く、こういうデマンドバスの運行と、やはりＮＰＯさんがやられるような小回りの利

く、地域要望に応えるような仕組みづくりというのが２通りあろうかと思います。そこ

ら辺をうまく将来のデマンドバス運行に取り入れていただけたらと私も思いますが、多

里のＮＰＯさんにやっておられるような形っていうのが、今後、各地域、それ以外の地

域にも必要になってくるのかなという感覚も何となしか私も受けます。町長は、いわゆ

る町営の白タク事業っていうのは、難しいか、あんまり考えてないということなんです

けども、まさにそのことなのかなと思いますけれども、あまりにも日野町、江府町の白

タクのバスが成功したという新聞記事が出まして、そげにいいもんかと思うわけですよ。

それはよその町の話でもあるんでいいんですけども、日南町としてのやっぱりこの調査

報告書ですね、これを基にしっかりと利便性の高い町民の大動脈の交通機関としての役

割を果たしていただきたいと思います。

続きまして、情報化の関係でございます。すみません、もう一つ忘れておりました。

１つ言うとかないけんことがありました。バスに乗車するとき、パセオのところにどん

どん車が各バス、何ていうの、方面別のバスがあるんですけども、そのときに、目の悪

い方がどこ行きのバスか見えないというようなお話があったりして、運転手さんからど

こどこ行きのバスですよという音声で話していただきたいなという声をいただいとるん

ですけども、本来それはすべきものであるのか、しないものか、どうですか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） バス、マイクついておりませんので、なかなか、

ドライバーが声かけをするというのは一つ方法であるというふうに私も考えますし、今、

巡回バスなんかはちょっとかなり派手な黄色い色で、ちょっとラッピングまではいきま

せんけどもしておりますので、できるだけ視覚ですぐに分かるような形が恐らく多分一

番皆さんも覚えやすいのかなというふうに思いますので、ちょっと検討させていただき

たいというふうに思います。
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○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 本当に色分けでも、全体が色分けでもすれば非常に分か

るかなとは思うんですけども、同じような色なもんで分からないということもあろうか

と思います。やはり利便性の一つにそういうところも、きめ細やかな対応ということも

お願いしたいと思います。

情報化のことでございます。携帯電話の基地局、国のほうはそれこそ不感地域に住む

人をゼロにするんだということは完全に以前から言ってるわけですけど、なかなか現実

としてならないということで、私もしばらく前から、この携帯電話の基地局のことを町

長に必要ではないかということで言うとるわけでございますけども、５年度事業もまだ

３月から進行が全くないということでございますよね。結局、参画する通信事業者も分

からないという状況でしょうか。もう一度確認したいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基地局の整備についてですけど、先ほど冒頭回答させてもらっ

たとおりであります、現時点では。ただ、継続した形でこれからやっていきたいという

ふうに思っておりますが、やっぱり補助金との絡みの中で、規模感だとかの中で、若干

可能性がゼロではないというようなところもありますので、その辺はこれからまた詰め

ていかないといけないっていうふうには思っておりますが、冒頭、家庭の中につきまし

ては、基本的には冒頭申し上げましたように、フェムトセルの関連の取組をまずさせて

いただきながらということを優先に今は考えていきたいというふうに思っています。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 一番いいのは鉄塔を次々建てて１００％エリアにしてい

ただくのがいいんですけども、これも予算の関係もありの、もちろん事業者もあるんで

すけども、積極的な今後も展開をお願いしたいと思います。

不感地域解消のための別のやり方としてフェムトセルのやり方っていうのが御提案さ

れて、ＫＤＤＩと中海テレビとの間で交渉していただいとるということなんですが、Ｋ

ＤＤＩ以外、要はａｕですね、ａｕ以外はどうなりますか。

○議長（山本 芳昭君） 少々お待ちください。

今、小学生の方に傍聴に来ていただいておりますが、予定では４５分までと聞いてお

りますが、退席をされても結構ですが、よろしいでしょうか。（「ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり）退席したら駄目かと思っておられると思いまして。傍聴ありがと

うございました。

それじゃあ、すみません、回答をお願いします。

島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） 失礼します。先ほど町長の説明でもありました

けども、ＫＤＤＩがまず先行して動いております。現在、ドコモでありますとかソフト

バンク、あと楽天、こういったところとも協議は行っておりますが、このフェムトセル
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取り扱う部署が東京ということもありまして、やはり多少時間はかかっているというと

ころです。ただ、なるたけ早く、ａｕが夏頃からのスタートということになりますけど

も、他の３社につきましても、なるたけ早いタイミングで御利用いただけるように準備

のほう進めてまいりたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） ＫＤＤＩしかできないかと思っておったら、ほかの通信

事業者のほうも使えるということで、家庭内、家の中におけるような解消というのは行

われると思います。結構やはり家の中は通じんと、外はぎりぎり入るかなっていうのが

あるんですけども、家の中は通じんということがありますんで、その解消には一役買う

んじゃないかと期待をしております。あとは利用者の方々にしっかりとＰＲして、使っ

ていただくようなことを進めていただきたいと思います。

続きまして、マイナンバーのことを伺いますけれども、マイナンバーの、これはいろ

いろとトラブルがあるんで、１つにはやっぱりコンピューターのソフトウエア、システ

ム的なトラブルですね、証明書がコンビニで違うのが出たとかいうのはその類いなんで

すけども、やはり問題なのは人的なところですね。それ以外の、特にマイナンバーカー

ドのポイント付与の関係で、行政も力を入れてマイナンバーカードの取得をしていただ

いたわけなんですけども、そのときに、登録するための方がお手伝いに来ていただいて、

職員の方もやられたんですけども、そのときに誤った情報を登録して、ひもづけが誤っ

た形になってるというのがあります。

その確認の方法ですけども、例えば今あります保険証の関係、保険証の関係っていう

のは、いわゆる保険者、日南町では日南町の国保とか国保連合会なのか分かりませんけ

ども、やっぱりそういうところが誤った登録をしたということになるわけなんですかね。

どういう、もう少し、マイナンバーカードと医療保険のマイナンバーがうまく連携でき

なかった、要は保険者のほうが誤ってマイナンバーの登録をしたということのような理

解でよろしいんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 保険証の、マイナ保険証につきましては、保険者のほうが、

この方がこのマイナンバー保険証ということで登録のほうをしております。このたび保

険の登録につきましては、保険者のほうがマイナンバーの登録間違いということで起こ

っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） じゃあ、日南町の国保に関しては問題がないということ

で、住民課長、よろしいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 日南町の国保のほうでは間違いありません。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。
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○議員（６番 岩 昭男君） ちょっと時間がなくなりましてあれなんですけど、ＡＩ

のことにつきまして伺います。

ＣｈａｔＧＰＴ、これにつきましては、全国の知事の方とか、市長の方とか、すぐに

使うとか使わんとかいうことで結構盛り上がったりもしました。平井知事のほうも早々

とこれは使わんぞということを表明されてましたけども、先日の新聞では、使い方の検

討をして、ガイドラインを定めて運用をするという方向を出されました。新しいものが

あると、やっぱりそれに対するリスクもあると思います。その仕組みというのをしっか

りと勉強をされて、ＤＸの推進チームですか、そういうところでやられたと思うんです

けども、町長、ＣｈａｔＧＰＴ、使われたことがありますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 私自身は使ったことはありません。ただ、三役の皆さんとの話

合いの中でちらっと話を聞いたりとか、リスク的なところのこういう一般的な情報的な

収集っていうのはしとりますけれども、現在はそういう状況であります。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） デジタルを政策として出されております。自らがこうい

うところは使っていいか、悪いか、ここは使えるんだというようなところも判断の材料

にしていただいて、日南町の情報化を率先して進めていただきたいと思います。

ということで、私の一般質問のほう、終わらせていただきます。ありがとうございま

した。

○議長（山本 芳昭君） 岩昭男議員の一般質問を終わります。

以上で一般質問を終わります。

ここで暫時休憩といたします。再開を午後１時からといたします。

午後０時０２分休憩

午後１時００分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。

執行部より発言を求められていますので、これを許します。

出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 失礼します。昨日、荒金議員のほうから質問いただい

ておりました日南町障がい者等の外出支援事業の追加の説明のほうをさせていただきま

す。

昨日ありましたところで、新しく障がい者等外出支援事業についてですけれど、複数

での利用が可能かということの御質問でした。

タクシー事業者につきましては、乗り合わせての利用は可能ということで御案内をさ

せていただいております。福祉有償輸送につきましては、昨日の答弁もありましたけれ

ど、会員ということがありますので、付添いの方については同乗可能としておりますが、
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乗り合わせという形の利用はできないということになっております。以上です。

・ ・

日程第２ 報告第１号

○議長（山本 芳昭君） そうしますと、タブレットの議案書ファイルをお開きください。

２ページから６ページ。

日程第２、報告第１号、令和４年度日南町繰越明許費繰越計算書について、地方自治

法施行令第１４６条第２項の規定により、報告が求められていますので、これを許しま

す。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 報告第１号、令和４年度日南町繰越明許費繰越計算書について

ということで、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定によりまして、令和４年度の

日南町繰越明許費繰越計算書のほうを別紙のとおり本会議のほうに報告をするものでご

ざいます。

内容についてでございますが、議会のほうで繰越承認いただいた案件が１７件ありま

した。そのうち、実質の繰越額ということでつけて報告をさせてもらっておりますけれ

ども、１件、商工費のほうが年度内のほうで完了したということで、ゼロという実質的

な整理をさせていただいております。また、２つの事業につきまして、若干ではありま

すけれども、議会承認いただいた金額よりも若干減額した形での実繰越額ということで

整理をしておりますので、御覧いただければと思います。内容的には、経営所得安定対

策事業及び道路新設改良事業というところでの数字の若干の減額をしておるとこでござ

います。

以上、報告のほう終わります。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより報告に対する質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で日程第２、報告第１号、令和４年度日南町繰越明許費繰

越計算書についての報告を終わります。

・ ・

日程第３ 議案第４９号

○議長（山本 芳昭君） タブレット７ページ。

日程第３、議案第４９号、日南町印鑑条例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第４９号、日南町印鑑条例の一部改正について。次のとお

り日南町印鑑条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規

定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容でございますが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
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によりまして、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法

律の一部が改正されましたことに伴いまして、多機能端末機による印鑑登録証明書の交

付に際し、移動端末設備、いわゆるスマートフォン等ですが、これによります交付を可

能とするため、日南町の印鑑条例の一部を改正するものでございます。この改正により

まして、電子証明書を掲載しました移動端末設備、スマートフォン等ですが、これを用

いることによりまして、全国のコンビニ等において印鑑登録証明書の取得が可能になる

ということであります。電子証明書の取得につきましては、マイナンバーカードのほう

が必要となります。また、現在ではアンドロイドの端末のみの電子証明書の取得ができ

る状態でありまして、ｉＰｈｏｎｅの端末の対応時期については、現在は未定でありま

す。

施行の期日ですが、公布の日からであります。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） この個人番号カード、マイナンバーカードですね、これ

については、先ほど一般質問で、私も同僚議員も質問させていただきましたけれども、

マイナンバーカードそのものでも安全性が今信頼が揺らいでるというところですが、こ

れにさらにスマートフォンの利用も加えるということについて、その安全性というのは

ちゃんと確認されてるのかどうか、その辺りはいかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 国が進める事業でありますし、法律のほうが改正されたという

ところでありますので、それに準じた形での町の条例の印鑑条例のほうの改正をする内

容でございます。

確認したかという御質問ではありましたけれども、法的な流れの中の整備をしておか

ないといけないのではないかというふうに思っております。そういった、今、昨今のい

ろいろな事例が発生しとるのはもちろん承知はしておりますけれども、法律の改正です

ので、体制的には整えていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） スマホを使うということになると、恐らく何かアプリと

いったようなものを導入するということにもなるんじゃないかと思うんですが、この頃、

あれですかね、コロナのときにはＣＯＣＯＡが全然使えなかったというような事例もあ

って、最近では国のつくったものだからといって全面的に信頼できないという非常に残

念な状況になっておりますが、このスマートフォンのアプリ、あるいは何かそういう使

用できるようにするための、多分ソフトウエアのようなものを使うんだと思うんですけ

れども、その安全性というのはどうなんですかね、今の時点で、何ていったらいいんで

しょうかね、確認されてますか、しっかりとちょっとその辺を、運用するのは町なので、

確認していただけないでしょうか。
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○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 議員の言われる安全性というところを問われると、ちょっ

とそこについては私のほうから答弁はちょっと難しいですけども、アプリとしてはマイ

ナンバーカードの個人の情報を見るマイナポータルのアプリに登録するようになります。

マイナンバーカードをスマホにかざしてもらって、マイナンバーカードの暗証番号を入

れて登録する形になります。全ての情報ではありませんが、電子認証の機能を登録する

ということで、スマホのほうでマイナンバーカードの電子認証が可能になるというもの

でございます。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 分かりました。そのマイナポータルのアプリを使うとい

うことは分かりましたけれども、それ自体がこれから問題が出てこないとも限らないわ

けですよね。

参考までにお聞きしますけれども、これでもしそのアプリに問題があって、何か住民

に不利益があった場合に、その責任は誰が取ることになるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 責任論というようなことだろうというふうにおっしゃられます

けれども、今回の分はあくまでも条例上の話っていうか、法的な整備をしていかないと

使えないという話もありますので、ただ、現場の中では、そういった具体的な事例が出

てくる可能性はゼロではないのかも知らんということは言えるというふうに思っており

ますが、ですから、仕組みづくりについては、より安全な形で動いていくっていうこと

が大事だというふうに思っておりますので、そういった事例がこれから発生するってい

うことが仮にあるならば、その対応はしていかないといけないというふうには思ってい

ます。

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第４９号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第４９号は、質疑までにと

どめることに決定しました。

・ ・

日程第４ 議案第５０号 及び 日程第５ 議案第５１号

○議長（山本 芳昭君） タブレット８ページから。

日程第４、議案第５０号、令和５年度日南町一般会計補正予算（第２号）、日程第５、

議案第５１号、令和５年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、以上、補

正予算関係２議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。
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中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第５０号、令和５年度日南町一般会計補正予算（第２号）

であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６０万０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億０６６万０００円とする内容でござ

います。第２条のほうでは、地方債の変更ということで、第２表の地方債の補正を御覧

いただければというふうに思います。

主な内容でございますが、総額３６０万０００円のうち４４０万０００円に

つきましては、いわゆる電力・ガス・食料品等の価格高騰に係る重点支援分として追加

内示がありました新型コロナ臨時交付金を活用した経済対策等の計上をさせていただく

ものでございます。加えまして、その他の事業として、国の制度に基づくシステム改修、

あるいは事務経費のほか、必要な町の補助事業の新設や拡充等について御提案をさせて

いただくものでございます。

主な補正として、歳入のほうですが、国庫支出金として５６０万０００円、主な

内容ですが、１つは生活困窮者の自立支援事業費国庫負担金ということで１２０万０

００円であります。生活保護及び生活困窮者自立支援事業に係りますシステム改修の経

費の２分の１でございます。

２つ目は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として４４０万０

００円を計上しております。電力・ガス・食料品等の価格高騰重点支援分として拡充、

内示されたもののうち、今回の補正提案させていただく経済対策の財源として計上をし

ておるものでございます。具体的には、内示の総額でございますが、交付金の３４７

万０００円であります。そのうちの推奨メニューとして４０６万０００円、低所

得者の世帯支援分が９４１万０００円という内訳でございます。そのうちの内容で

すが、総額の３４７万０００円のうち６２０万０００円が５月の補正で計上済

みでありますし、４４０万０００円につきましては、今回のほうで計上で上げさせ

ていただく内容であります。残りの２８７万０００円については、現時点では内部

留保という形で、今後の対策のほうの検討を進めながら、対策の内容の補正をお願いす

る内容でございます。

県支出金のほうが８７万０００円ということで、原油価格高騰に係ります生活の困

窮世帯支援事業費補助金として４２万０００円、補助率ですが２分の１です。それと

社会保険の加入促進対策事業費補助金ということで４５万円ちょうど、補助率のほうは

２分の１であります。

次に、繰入金のほうですが、６５２万０００円ということで、歳出のほうの計算

も入れた財源不足を補うための財政調整基金からの繰入金であります。

それと、町債ということで、６０万円ちょうどであります。過疎債のハード分として

２６０万円分、日野上の地域振興センターの改修工事等に充当しております。また、過

疎債のソフト分ということで、マイナスの２００万ちょうどです。新型コロナの交付金
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の充当によります財源の繰替え分でございます。

以上、歳入ですが、次に、歳出のほうでございます。

総務費として、地域振興センターの管理事務として２５０万円ちょうどであります。

日野上の地域振興センターの床ですが、いわゆるカーペットでございますが、これを１

階の部分、あるいは２階の部分を改修する内容でございます。

税務総務一般管理事務ということで７７４万０００円、町税の賦課徴収について事

務効率化を図るためのシステム改修の経費でございます。

続きまして、民生費ですが、民生一般管理事務ということで、福祉保健課分でござい

ますが、４００万円ちょうどでございます。電力・ガス・食料品等の価格高騰の対策費

として、住民税非課税世帯等に対しまして、１世帯当たり０００円分のたったもカー

ドポイントを付与する内容でございます。

次に、各種団体補助金及び負担金事務ということで７５万０００円、町の社会福祉

協議会への補助金のうち、地域おこし協力隊の活用制度をするということで、地域ボラ

ンティアのコーディネーターの人件費相当分についての増額をお願いするものでござい

ます。

生活困窮者自立支援事業ということで８５万円ちょうどです。生活困窮世帯の生活支

援ということで、年度の当初から実施しております光熱費の助成について、期間延長と

いう考え方のものでございます。１世帯当たり１万０００円を追加し、現金給付とい

う形であります。５０世帯を想定をしておるとこであります。県と町の２分の１ずつの

財源ということであります。

続きまして、衛生費の予防衛生一般事業ということで１７０万円ちょうどです。帯状

疱疹ワクチンの接種希望者に対しまして、接種に係る費用の一部を助成するという内容

でございます。

続きまして、農林水産業費の畜産振興対策事業ということで４６２万０００円とい

うことであります。畜産農家等を支えるための長引く飼料価格等の高騰に対し、引き続

き支援をする内容でございます。

続きまして、商工ですが、商工総務一般管理事務ということで４６２万円、町民及び

地域内の経済支援対策として、たったもカードのほうのプレミアムのチャージポイント

ですが、５倍デーというところの回数を７月から来年の２月までの間の月２回に増やし

ていくっていう内容でございます。また、町外者向けのたったもカードのスペシャルポ

イントを付与する事業であります。町外者に向けてもそうであります。

次に、企業支援対策事業ということで０００万円ちょうどであります。エネルギー

価格の高騰対策としまして、チャレンジ企業支援の補助事業の対象に省エネに資する設

備機械、備品等を追加し、拡充を図るものでございます。

次に、教育費の郷土芸能文化財保護対策事業ということで７５万円です。雪害等によ

りまして修繕が必要となりました町内の指定文化財につきまして、経費の一部を助成し
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復旧する内容でございます。

以上、一般会計についての説明を終わります。

続きまして、議案第５１号、令和５年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）でございます。事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９８９万

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億５８１万０００円

とする内容でございます。

補正の内容でございますが、歳入のほうで繰入金ということで、マイナスですが９

８９万０００円、歳出のほうの減額に伴います国保財政調整基金の繰入金のほうを減

額する内容でございます。

歳出のほうの内容でございますが、国保運営協議会の運営事務として４万０００円

を上げさせていただいております。今後の国保の税率の改正に伴います内容を検討する

がための運営協議会の開催を増やしていくということの経費でございます。

次に、財政調整基金の積立管理ということで０１７万０００円ということで、国

保財政調整基金積立金の増額であります。

次に、３点ですが、一般被保険者の医療の給付費分、あるいは後期高齢者の支援金分、

あるいは介護納付金分等の減額が生じております。いわゆる昨年度の減額の確定があっ

とります。医療給付費分につきましては、マイナスの９１４万０００円、後期の高

齢者分につきましては５９万０００円、介護分につきましては、マイナスの３７万

０００円、それぞれの納付金の確定によります減額がありますので、それの歳出の計上

をさせていただいてるところでございます。

以上、説明のほうは終わります。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 失礼いたします。私から議案第５０号、令和５年度日南町

一般会計補正予算（第２号）について補足説明させていただきます。

議案書ファイルは１１ページをお開き願います。第２表、地方債補正でございます。

上段の過疎対策事業、いわゆるハード分についてでございますが、上限額を４億１６

０万円と限度額を２６０万円増額してございます。内容でございますが、１点目に地域

振興センター管理事務が２５０万円増額、道路維持管理事業が１０万円増額でございま

す。

続いて、下段の過疎地域持続的発展事業、いわゆるソフト分でございますが、限度額

を１億２４０万円、２００万円限度額を減額してございます。内容でございますが、

商工総務一般管理事務の２００万円につきましては、国庫支出金へ財源組み替えしたこ

とによる内容でございます。その他、条件等は同じでございます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。

まず、議案第５０号、令和５年度日南町一般会計補正予算（第２号）から質疑を行い
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ます。３６ページからの補正予算説明附属資料に沿って、各課ごとに質疑を許します。

初めに、タブレット３７ページから３８ページ上段、地域づくり推進課について質疑

を許します。

７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） ３７ページ下段の商工総務一般のたったもカードの予算

ですが、４６２万の内訳ですね、負担助成金、交付金の内訳を教えていただきたいんで

すが。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） 失礼します。３７ページ下段、たったもカード

地域内経済循環対策事業が３１２万円でございます。その下、町外在住者向けカードへ

のスペシャルポイント付与が１５０万円となっております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） まず、３１０万円ですが、５％のスペシャルポイントの、

これが７月から２月いうことは８か月間、２回あるということで計１６回になるわけで

すけども、１回当たり幾らの予算を見ておられるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） 今回、通算で２０回スペシャル５倍デーができ

るような、４月から３月までを合わせますと２０回になります。このたび４月、５月の

状況も踏まえて、今回、１回当たり８６５万円の試算をしております。

○議員（７番 大西 保君） １回当たり８６０万。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） １回当たりのチャージ額８６０万円で試算をし

ております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） チャージ額が８６０万、いやいや、予算ですんでね、金

額を教えていただけたら、要するに、その内訳でどれぐらいの、チャージ金額じゃなし

に、入れる、それ教えていただきたいわけです。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） すみません、大変失礼しました。８６５万円チ

ャージをしますけども、その中で５％皆様に支援させていただきますが、そのうち４％

町のほうで試算しますので、８６５万円の２０回の ０４ということで、全部で６９２

万円補助を年間でしたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） では、町外在住者の、これ１５０万円と言われましたけ

ども、これも例えば５％デーのときに町外の方もチャージできるわけでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） 議員おっしゃるとおり、町外者の方でも５倍デ
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ーの日にチャージをしていただければ５％分が付与されます。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） ３８ページ、上段、企業支援対策事業ですけれども、先

ほどもちょっとお聞きしましたが、別のことで、チャレンジ企業支援の補助事業メニュ

ーですけれども、これは確認ですが、農林業は対象になるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） 失礼します。農業につきましては、観光農園で

ありますとか、例えば室内栽培でありますとか、そういったものは対象になりますけど

も、普通の農業経営体の皆様がされるものについては対象になっておりません。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） 現在の要綱の別表第９の項目１のところを踏襲されると

いうことだと思うんですけれども、ただ、今回のものについては物価高騰というか、電

気代の高騰というか、あるいは省エネということも含めてなのかもしれませんけれども、

それは農林業の事業者の方も場合によってはエアコンを買いたいとか、あるいは農作物

を保存する冷蔵庫を省エネのタイプのものにしたいとかっていう、そういう要望も可能

性としてはあると思うんですけれども、どうなんでしょう、今回の件については農業、

あるいは場合によっては林業も対象にしてもいいような感じもしますが、どうお考えで

しょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回はチャレンジ企業という形の中で補助金を発行するという

仕組みになっております。議員おっしゃられるように、対象の企業体が含まれてないケ

ースもあるというふうに思っておりますが、今後の在り方として、そういう状況を鑑み

ながら、あるいは御意見をいただきながら、将来的には今後の話になりますけれども、

その辺は前向きに検討していきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、荒木博議員。

○議員（３番 荒木 博君） このチャレンジ企業ですけども、チャレンジ企業という

と商工会の関係でいろいろ使った人もおると思いますが、その一番最初の中に必須要項

とか、それから選択要項というのがありましたが、それについてはどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） このたびのエネルギー価格高騰対策支援につき

ましては、必須要件ということで、エネルギー価格高騰により事業に影響を受け、事業

活動の回復に資すると判断される内容であることというのが１つの条件として設けてあ

りますし、もう一つ、現在の事業経営を補助事業完了年度から起算して３年以上継続を

していただくという、この２つを必須要件として設けております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、荒木博議員。

○議員（３番 荒木 博君） じゃあ、基本的には今までのチャレンジ支援と似たよう
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な形態ということですが、エネルギー価格高騰に対してということで、例えば省エネに

なる設備というので、例えば照明がＬＥＤというのは分かるんですが、このチャレンジ

企業というのは車とかパソコンというのは除外になってますが、そのほかのもので具体

的なものがあれば教えていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） 現在想定しておりますのは、資源エネルギー庁

が省エネラベルガイドブックというものを出しておりまして、そこに載っておる商品で

あれば対象にしたいなというふうに考えております。具体的に言いますと、先ほど議員

おっしゃった照明器具でありますとか、例えば給湯器でありますとか、そういったもの

も今回対象にしていきたいというふうに考えておりますし、また、飲食店さんが使われ

るような冷蔵庫でありますとか、そういったものもこの省エネラベルに対応するもので

あれば対象としていきたいと考えております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 今いろいろとチャレンジ企業の支援の関係出てますけど

も、交付要綱案を提出を求めたいですが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） 案ができておりますので、また提供のほうさせ

ていただきます。

○議長（山本 芳昭君） じゃあ、提出をお願いいたします。

そうしますと、次に、３８ページ、下段、住民課について質疑を許します。

６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 共通納税科目追加というようなシステムの改修でござい

ますけれども、これは国の進めます自治体情報システムの標準化、これに関係したシス

テム改修となるものなのでしょうか、または、別なものなのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 議員の言われるとおりでございます。今年からであります

けども、軽自動車税、固定資産税、納付書のほうにＱＲコード出てると思いますけども、

令和６年の４月から、あわせまして、住民税の普通徴収、国保税のほうが町のほうの対

象になりましたので、それのための改修でございます。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 業務的には基幹系の１７業務というところが示されてお

ると思うんですけども、今回、住民税、国保税、この２つが改修になりますが、今、日

南町においては、１７業務のうち何業務が現時点で完成したか、あるいは取り組むこと

になるのか、その業務数を教えていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） 現時点では、まだ完成のほうしておりません。
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これから準備をしていくようになっております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） ということは、今回の住民税と国保税が取っかかりだと

いうふうに捉えてよろしいわけですね。これは国の進める方針の中でシステム改修とい

うような形なんですけれども、財源がありませんけども、基本的にこれに対しては国の

財政的な支援というものがあってもいいんではないかと思うんですが、それに関しての

情報を教えていただけたらと思います。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） すみません、財源につきましてはちょっと確認

のほうさせていただきますので、また後ほど報告させてやってください。

○議長（山本 芳昭君） 後ほど報告ですか、財源について。よろしいですか。後ほど報

告ということでよろしいですか。

○議員（６番 岩 昭男君） 結構です。

○議長（山本 芳昭君） 次に、３９ページから４２ページ上段、福祉保健課について質

疑を許します。

７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） 私、一般質問でもしたんですが、３９ページ下段のほう

の地域ボランティアコーディネーターの募集要項で、要項を見直して、給与、期末手当、

住宅手当を増額するということで、増額７５万０００円なんですが、増額しない場合

の金額は幾らだったんでしょうか。これを前の交付金に足せばトータルの費用が分かる

もんで、予算のときの金額を教えていただきたい。

○議長（山本 芳昭君） ７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） すみません、私、一般質問のときにしたわけですけども、

そのときにお聞きしたのは、１５万０００円が月報酬、それを１８万円にするという

ことを言われたんですね。それで私、計算したんですよ。そうしますと、合計しますと、

増額して２５７万０００円になるんですが、これで正しいんでしょうかという確認で

す。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 議員おっしゃられますように、今回の補正で１５万

０００円を１８万３００円のほうに増額をさせていただいております。それに付随しま

して期末手当であり家賃補助というところもつけさせていただいておりますので、合計

額としてはそのようになるというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） そうしますと、この地域おこし協力隊は場合によれば町

外であるとかいうのを想定されておられると思いますが、場合によったら町内の方でも

よろしいんでしょうか。
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○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 今回のこの募集につきましては、地域おこし協力隊の

事業のほうを活用させていただいておりますので、町内の方の活用ではこの制度にはの

っとらないというふうに認識してます。

○議長（山本 芳昭君） ７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） もしよろしければ、ここの見直しの給与、期末手当とか

いいんですが、住宅手当は幾らを見ておられるんですか、月当たり。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） この金額につきましてはといいますか、この事業につ

きましては社会福祉協議会のほうでの雇用というふうになります。一応想定としまして

は１万７００円というところの、全額ではなく、一部補助という形であります。ただ、

ちょっとこの金額、まだ社会福祉協議会さんとの協議中でありますので、多少前後する

かと思います。

○議長（山本 芳昭君） ９番、近藤仁志議員。

○議員（９番 近藤 仁志君） １点ほどお伺いします。今の上段ですけど、家計急変世

帯の要件というのは、どういう要件を要求されておるわけですか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 先般の５月議会で、この電力・ガスのいわゆる非課税

世帯への３万円給付という事業でありますけれど、これはもともとの事業としましては、

日南町としては６月１日基準に日南町に住所を有する方で、非課税世帯であって、課税

世帯等に扶養に取られていない方という方を条件にしております。議員おっしゃられま

す家計急変といいますのは、課税世帯ではあるけれど、今年の１月１日以降、令和５年

１月以降に、国の言い方でしますと、のっぴきならぬといいますか、予定していなかっ

たことで、やはり家計が急変したような家庭に対しては、申請をいただいた上で該当と

してよろしいということですので、そういった形で御案内をさせていただきたいという

ふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、近藤仁志議員。

○議員（９番 近藤 仁志君） 探されるいやあおかしいですが、これは大体簡単に、の

っぴきならない事情が発生した世帯というのは探すことが簡単にできるものなんですか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 全ての方が該当になるかどうかっていうことをこちら

で自動的に把握するのは難しいというふうに思っております。先般の予算要求のときに

も岡本議員のほうからも言っていただきましたけど、広く広報するようにということも

言っていただきましたので、こういった事業で該当になる方は、まず御相談くださいと

いう形で広報していきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、近藤仁志議員。
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○議員（９番 近藤 仁志君） 自己申告で福祉保健課のほうに、自分の家庭はこういう

状況で家計急変に当たるんではないかというような申請も受け付けるということでよろ

しいですか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） そのとおりでございます。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 社会福祉協議会の地域ボランティアコーディネーター、

地域おこし協力隊の募集の件ですけれども、これは以前から募集をしていて、なかなか

応募がないということで報酬を見直して、また募集をするということになるんですけれ

ども、以前から申し上げているとおり、いわゆる誰がどういうふうに募集するか、要は

広く募集をしないと、もちろんこの報酬の額というのも必要だということで前回申し上

げて上がったわけなんですけれども、今、社福のホームページ見ても、募集してるとい

うことは一つも載っておりませんし、日南町にも載ってない。日南町とすれば補助金で

出してるから事業者が募集するのが当たり前だから日南町のホームページに載ってない

んかもしれませんけれども、いわゆる地域おこし協力隊という位置づけの中で日南町に

町外から来ていただくということであれば、日南町のホームページに載せて募集すると

いうようなアクションも必要だと思うんです。もちろん報酬ですね、これの引上げって

いうのも重要ですけれども、そこら辺りも併せて、これはちょっと直接的な予算執行と

いう意味ではないんですけども、実現化するために一言申し上げたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 町外の方の募集というところで、町内へのお知らせの

ところが手薄になっているところについては反省したいと思います。答弁にもありまし

たが、福祉のおしごとバンクということで全国版の県社協が運営しておりますところの

ホームページ等にも御案内させていただいておりまして、現在、この報酬の見直しもあ

って、一時ちょっと取下げをしているところもございます。ここが議決いただき次第、

報酬のほうも上げてしっかりＰＲしていきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） ちょっと議長、確認ですけど、４２ページの上段、いい

んでしょうか。まだ先ですか。

○議長（山本 芳昭君） ４２ページ上段、福祉保健課、いいです。

○議員（７番 大西 保君） これは帯状疱疹ワクチンの予算化につきましては、３月

の一般質問で町長にお願いしましたら、本当にありがとうございました。町民の皆さん

にまた喜んでいただけると思いますし、また同僚議員からも質問していただきましてあ

りがとうございました。

ここで確認なんですが、現時点で、これの町内の皆さん、あくまで予算下りてからの

話ですけども、準備はもうされてると思うんですが、案内のパンフレットとかいうのは
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できておるんでしょうか、こういうことですよというような。それ、まずお聞きしたい

んで、パンフレットか何か、町内の皆さんにお知らせする。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 現在準備中でございます。来週には完成させたいとい

うふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） 私もちょっと勉強不足かも分かりませんが、この帯状疱

疹ワクチンは２種類がありまして、ここにも１と２と書いてありますが、高額な１回２

万０００円で４万０００円、２回打たなくてはいけません。そのうち個人負担は

０００円、０００円、１万円で、要するに３万０００円補助されるわけです。もう

すごいことでございます。これの例えば効果、１回ワクチン打ちますと、私の聞いてる

範囲では１０年間もつんだと聞いておるんですが、そうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 議員おっしゃられますように、現在提供されてますワ

クチンについては２つございます。先ほどおっしゃられました不活化ワクチンというと

ころになりますけれど、それについては２回打たないといけないということであります

が、効果については、長期予防効果としてはおおむね１０年程度というふうに聞いてお

ります。

○議長（山本 芳昭君） ７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） もう一つ、単価が安いほうという言い方失礼ですけども、

１回だけでいいよという場合、単価は幾らなんでしょうか。そして、効果の年数は何年

でしょうか、お聞きしたいんですが。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） １回でっていう皮下注射のほうですけれど、それが生

ワクチンのほうになりまして、日南病院の例でありますけれど、３００円ということ

で１回当たりのところ聞いております。効果につきましては、おおむね５年程度という

ことで確認しております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、大西保議員。

○議員（７番 大西 保君） 先ほど言いました内容を、もしこれからパンフレットを

作られるというんであれば、特に５０歳以上から８０歳で３分の１の方がなると言われ

ております。もうテレビでもよくされてますんで、お年寄りにも分かりやすいような広

報、パンフレットを配付していただき、今回５０人分の予算です。私も何人の方が受け

られるか分かりません。ただ、参考に、日野町では１２０の方が受けられたということ

でございますんで、本当に皆さん期待しておりますので、まずは町長の英断ありがとう

ございました。またそれを見守っていきたいと思います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 次に、４２ページ、下段、農林課について質疑を許します。
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３番、荒木博議員。

○議員（３番 荒木 博君） ４６２万０００円という細かい数字まで出ております

が、いつの時点の頭数というふうに解釈すればいいですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今回は、令和５年の４月１日時点の頭数ということで、乳

牛のほうが６７頭、和牛のほうが１１１頭というふうに確認しております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、荒木博議員。

○議員（３番 荒木 博君） ４月１日以降に生まれた牛は含まれないということにな

りますよね。おなかに入っとるのも含まれないということですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） どっかで線引きはしないといけませんので、今回の事業に

つきましては、令和５年度が始まった４月１日ということで切らせていただいておりま

す。

○議長（山本 芳昭君） 次に、４３ページ、下段、教育委員会について質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 最後に、説明附属資料にはありませんが、農業委員会、建設課、

教育委員会について質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 令和５年度日南町一般会計補正予算（第２号）について、質疑

漏れはありませんか。

９番、近藤仁志議員。

○議員（９番 近藤 仁志君） すみません、質疑漏れというか、確認をちょっとし忘れ

ておりましたけど、教育課の４３ページの郷土芸能の文化財のほうの倒木した木の撤去、

それから山門の修理というのを補助するということですが、この見積りの総額はどれぐ

らいを想定してこの予算を出されたのかお伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 段塚教育次長。

○教育次長（段塚 直哉君） こちらの２件あります。まず、印賀の樂樂福神社について

は、大体５０万弱の見積りで、２分の１で２５万円を想定しております。常福寺の山門

につきましては、大体１００万円の、上限がこの補助金１００万円です。２分の１の５

０万円を想定して、７５万円ということにさせていただいております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） ３７ページの下段です。もし決まってたらお聞きしたい

んですけど、町外在住者向けカードへのスペシャルポイント付与ということで、キャッ

シュバックという形を取るということは先日お聞きしましたけれども、具体的に幾らチ

ャージしたら幾らを付与するのかっていうようなやり方はもう決まってるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。
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○地域づくり推進課長（島山 圭介君） 失礼します。チャージをしたらというやり方で

はなくて、御利用の金額に応じてのキャッシュバックを考えたいなというふうに考えて

おるとこでございます。

○議長（山本 芳昭君） ５番、岡本健三議員。

○議員（５番 岡本 健三君） そうすると、ちょっとイメージが湧きませんが、利用金

額、例えば０００円なら０００円使った時点でポイントがぽんとつくというような、

そういう形を考えておられるということでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） イメージとしましては、例えば町内の加盟店で

１万円以上お買物いただいたら、後日にはなりますけども、３割分、０００ポイント

を後日ポイントバックするというようなやり方を考えとるとこでございます。

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第５０号の質疑を終わります。

島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） すみません、失礼します。先ほど岩議員から

御質問がありました標準化の関係でございます。すみません、これにつきましては、国

庫補助のほうがございます。今回の住民課の分については交付税の対象になりますけど

も、２０の標準化につきましては、国庫補助のほうでまた今後対応していくようになり

ます。（発言する者あり）

○議長（山本 芳昭君） もう一回、島山地域づくり推進課長。

○地域づくり推進課長（島山 圭介君） すみません、今回の住民課のものにつきまして

は、標準化の対象にどうもなっていないようでございますので、交付税措置ということ

になっております。

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第５０号の質疑を終わります。

次に、４４ページ、議案第５１号、令和５年度日南町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第５１号の質疑を終わります。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第５０号、議案第５１号は、審議の

都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第５０号、議案第５１号は

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第６ 令和５年請願第２号 から 日程第９ 令和５年陳情第６号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの請願・陳情ファイルをお開きください。

日程第６、令和５年請願第２号、女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を行
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うよう政府に求める請願、日程第７、令和５年請願第３号、一日も早く選択的夫婦別姓

の導入をするよう政府に求める請願、日程第８、令和５年陳情第５号、ゆたかな学びの

実現・教職員定数改善をはかるための、２０２４年度政府予算に係る意見書採択の陳情

について、日程第９、令和５年陳情第６号、地方財政の充実・強化を求める陳情、以上、

請願２件、陳情２件は、今期定例会までに受理したもので、日南町議会会議規則第９２

条及び第９５条の規定により、タブレット１ページ及び６ページの文書表のとおり、所

管の常任委員会に審査を付託しましたので報告します。

ついては、今期定例会の会期中に審査を終了され、６月１４日の最終本会議には委員

長報告がなされるようお取り計らい願います。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

本日はこれで散会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉じ、

散会とすることに決定しました。

ついては、６月１４日の本会議は、別に通知をしませんので、定刻までに御参集いた

だきますようお願いします。

本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。

午後１時５５分散会
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